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１．地域公共交通網形成計画の策定趣旨及び位置付け 

１．地域公共交通網形成計画の策定趣旨及び位置付け 
1.1 地域公共交通網形成計画の策定趣旨 

本市は、昭和 49 年の市制施行以来、賀茂学園都市建設、広島中央テクノポリス建設の２大プロジ

ェクトを推進し、広島大学の統合移転や近畿大学工学部の移転統合などによる学術研究機能の集積や、

新たな企業立地をはじめ、JR 新幹線東広島駅、山陽自動車道、近接する広島空港や、JR 山陽本線の

シティ電車化等の高速交通機関の整備を促進し、都市としての骨格形成が着実に進む中、人口も、平

成 17 年の１市５町合併により、市政施行当初と比較して約３倍の 19 万人となり大きな発展を遂げま

した。 

しかしながら、市域内の交通に目を転じると、本市の主要な域内交通機関であるバス路線は、人口

の増加や道路整備に代表される都市の発展と比して大きな発展を遂げてはおらず、モータリゼーショ

ン（車社会）の進展により利用者が年々減少する中で、交通事業者の経営も厳しい状況にあり、いく

つかの路線については、廃止や赤字が増加するなど負のスパイラルに陥り、市域内の円滑な移動が確

保されているとはいえない状況にあります。 

昨今の少子高齢化の急速な進展、長引く景気の低迷等、厳しい社会情勢の中、本市において、都市

の持続的発展と市民生活の向上を図っていくためには、より利便性の高い交通ネットワークを構築す

るとともに、住民自らが公共交通サービスを支える担い手であるという意識を醸成させ、利用者の増

加が利便性の向上をもたらし、それがさらに利用者の増加へとつながる好循環を生み出す必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利⽤者の増加による好循環 
（正のスパイラル） 

利⽤者の減少 

悪循環 
（公共交通の負のスパイラル） 

転換 

利⽤者の増加 

利便性向上 
(値下げ・増便・運⾏改善など) 

利便性低下 
(値上げ・減便など) 

 

▲利用者とともに支える公共交通の方向性 
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１．地域公共交通網形成計画の策定趣旨及び位置付け 

 

こうした中、平成 23 年度に東広島市の交通現況を把握するための都市交通現況調査を行い、平成

25 年度に上位計画（総合計画、都市計画マスタープラン等）を踏まえ、都市交通マスタープランを策

定し、都市交通マスタープランの実施計画となる総合交通戦略を平成 26 年度に策定しました。 

地域公共交通網形成計画は、平成 26 年 11 月に改正された地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律に即した計画として、総合交通戦略に微修正を加えたものです。 

平成 27 年度以降は地域公共交通網形成計画に基づき各種の交通施策を実施していきます。 

 

年次 関連上位計画 交通分野の計画 

Ｈ23 年度 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ｈ24 年度 
〜 

Ｈ25 年度 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ｈ25 年度 
〜 

Ｈ26 年度 

 
 
 
 
 

 

Ｈ27 年度 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｈ27 年度 
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▲地域公共交通網形成計画策定に向けた流れ 

計画名称の略称一覧 
略称 正式名称 
地域公共交通網形成計画 東広島市地域公共交通網形成計画（本計画） 
総合交通戦略 東広島市総合交通戦略 
都市交通マスタープラン 東広島市都市交通マスタープラン 
総合計画 第五次東広島市総合計画 
都市計画マスタープラン 第二次東広島市都市計画マスタープラン 

 

総合交通戦略 

各種事業の実施 
※総合交通戦略を踏まえたのち、 

実施に伴う具体的な検討を⾏う。 

第２次都市計画マスタープラン 
【Ｈ23〜Ｒ２】 

（Ｈ23.5 策定） 
都市交通 
現況調査 

都市及び交通の課題整理 

ＰＴ調査の実施 

関連アンケート調査の実施 

都市計画マスタープランの 
⾒直しに反映 

将
来
交
通
網
の
需
要
予
測 

都市交通 
マスタープラン 

の策定 
【20 年間】 

将来都市像の設定 

将来需要の予測 

将来交通ネットワークの検討 

地域公共交通網形成計画を策定 
前 期︓Ｈ27〜Ｒ７ 
後 期︓Ｒ８〜Ｒ12 
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１．地域公共交通網形成計画の策定趣旨及び位置付け 

1.2 地域公共交通網形成計画の位置付け 
地域公共交通網形成計画は、市の上位計画や都市交通マスタープラン等に即し、短・中・長期的な

政策目標を明示し、これを実現するための各種施策と、その管理・運営の仕組みと体制を定めたもの

です。 

策定にあたっては、市における上位・関連計画はもとより、国における「交通政策基本法」の制定

や「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正を踏まえた計画としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 地域公共交通網形成計画の対象区域 
地域公共交通網形成計画の対象区域は、市域全体とします。 

地域別計画は、都市計画マスタープランと同様に、土地利用のまとまりや拠点地域を中心とした地

域形成の観点から設定します。 

 

1.2.2 地域公共交通網形成計画の計画期間 
計画期間は、前期を 11 年間（平成 27～令和７年度）とし、令和７年度以降についても後期として

できるだけ方向性等を示すものとします。 

▲地域公共交通網形成計画の位置付け 

東広島市の公共交通施策について 

交通分野 

＜関連計画＞ 

市街地における公共交通施策基礎調査 

反映 
即す 

都市 道路 

福祉 環境 

商工業 観光 

即す 

都市交通マスタープラン 

第五次東広島市総合計画 

環境基本計画 都市計画マスタープラン 

地域防災計画 

地域福祉計画 

住宅マスタープラン 

緑の基本計画 

他 

東広島市のまちづくり 

即す 

都市計画マスタープランに基づく施策・事業 

（⼟地利用の規制・誘導、都市基盤整備など） 

緑の基本計画に基づく施策・事業 
（公園及び緑地の保全と創出など） 

即す 

相互に連携して進める施策・事業 
（産業、農業、福祉、交通、住宅など） 

＜総合計画＞ 

＜基本計画＞ 

＜施策・事業＞ 

交通分野における 
法制度や諸計画 

交通政策基本法 

（Ｈ25.12 制定） 

地域公共交通の活性化及び
再⽣に関する法律 

（Ｈ26.11 一部改正） 
踏まえる 

地域公共交通網形成計画 

統合 

上記に加えて公共交通施策の各種
メニューのスケジュール、実施主体等
を示したもの 

農業振興地域整備

短・中期的な政策目標や各種施策等
を示すもの 

総合交通戦略 

⽴地適正化計画 

緑の基本計画 
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２．東広島市における現況課題 

1,901
1,933

1,954
1,935

19%
22%

24%
26%

0%

10%

20%

30%

40%

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

Ｈ22 Ｈ27 Ｒ２ Ｒ12

人口（百人） 高齢化率（％）

２．東広島市における現況課題 
2.1 ⼈⼝減少と過疎化の進⾏ 

東広島市の将来人口は、令和２年から数年間をピークに減少に転じ、令和 12 年で約 193,000 人と

なる見込みです。少子高齢化は年々進展し、令和 12 年では 65 歳以上人口は 25％を超えると推計され

ています。 

西条町などの中心部の人口は増加傾向にありますが、郊外部は減少傾向にあります。こうした傾向

は、将来においても同様であると想定されます。 

こうした地域差のほか、市内に比較的多く生活している大学生や、留学生などの外国人についても

配慮し、本市の人口特性を踏まえた交通施策を展開していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東広島市都市交通マスタープラン 

▲人口の増減（Ｈ27－Ｈ22） 
資料：平成 27 年、22 年国勢調査 

（地域メッシュ統計） 

凡例 

Ｈ27－Ｈ22 

    －50 人以上 

    －50 人未満 

    －40 人未満 

    －30 人未満 

    －20 人未満 

    －10 人未満 

    ＋10 人未満 

    ＋20 人未満 

    ＋30 人未満 

    ＋40 人未満 

    ＋50 人未満 

    ＋50 人以上 

地域メッシュ統計(*)に基づき、

平成 27 年と平成 22 年の国

勢調査人口の差を図示した

もの。 

＊地域メッシュ統計： 

緯度・経度に基づき、地域を隙間な

く網の目（メッシュ）の区域に分けて、

それぞれの区域に関する統計データ

（ここでは人口）を編成したもの。 

人口減少

局面への 

移行
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２．東広島市における現況課題 

2.2 道路交通の課題 
2.2.1 ⾃動⾞交通への⾼い依存度 

平成 23 年度都市交通現況調査の交通手段の分担状況（分担率）をみると、本市は自動車分担率が

約７割と圧倒的に高く、自動車への依存が高い地域であるといえます。 

この傾向は、いずれの地区においても同様ですが、特に郊外部で JR 駅を有しない福富・豊栄地域

や志和地域、黒瀬地域では自動車の分担率が約８割と比較的高くなっています。 

自動車への高い依存は、公共交通の利用者の減少を招き、公共交通のサービス水準の低下へとつな

がり、そして長い目で見た場合は住宅の郊外化が促進され、ますます自動車への依存を高めることと

なります。また、交通事故のリスクや自動車利用の習慣化による歩く機会の喪失から不健康が招来さ

れるといったデメリットも指摘されています。 

こうした状況の中、公共交通の利便性の向上を目指す施策のみならず、交通手段の転換を促すモビ

リティ・マネジメントを実施し、自動車から公共交通へと市民の行動が自発的に変化するような施策

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4%

12.4%

4.8%

9.4%

11.4%

5.4%

9.9%

11.5%

11.1%

0.1%

0.0%

8.8%

5.4%

3.1%

4.2%

5.4%

3.3%

3.0%

4.3%

6.1%

1.3%

2.3%

0.6%

1.3%

1.7%

1.2%

0.6%

1.0%

1.4%

0.4%

0.1%

0.1%

0.2%

0.4%

0.4%

0.3%

0.7%

0.3%

67.0%

68.9%

81.5%

69.9%

77.2%

84.5%

75.5%

76.0%

71.0%

0.2%

0.4%

0.2%

0.2%

0.2%

0.5%

0.2%

2.6%

1.4%

1.5%

1.9%

2.1%

2.2%

2.3%

0.8%

2.0%

7.2%

9.1%

8.3%

12.8%

1.5%

2.8%

8.4%

5.3%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西条町

八本松町

志和町

高屋町

黒瀬町

福富町・

豊栄町

河内町

安芸津

東広島市

徒歩 車椅子 自転車 原付 ２輪 自動車 タクシー バス 鉄道 その他

▲地区別交通手段分担率（全目的） 

資料：平成 23 年度 都市交通現況調査 
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２．東広島市における現況課題 

212,540

321,134
362,313

396,644

542,357

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Ｈ２ Ｈ６ Ｈ11 Ｈ17 Ｈ27

（TE/年）

2.2.2 道路混雑状況 
東広島市の自動車保有台数は年々増加し、これに同調して自動車交通量も増加しています。市内中

心部や国道２号、国道 375 号、主要地方道東広島本郷忠海線等で混雑が発生し、円滑な移動の妨げと

なっています。 

また、自動車保有台数・自動車交通量の増加や道路混雑が悪化することで、地球温暖化の要因の一

つであるＣＯ２排出量が増加し、環境負荷を大きくなることが懸念されます。 

このため、混雑緩和の対策となる新規道路整備や道路容量拡大といった各種道路施策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道照 

溝迫 

大坪 

市役所西 

円城寺入口 

西条西 

志和ｲﾝﾀｰ入口 

志和ｲﾝﾀｰ入口(北) 

▲道路混雑度図 

資料：Ｈ27 道路交通センサス、 

国土交通省中国地方整備局 HP より 

※交通量（24h）が 10,000 以上で  混雑度が 1.0 以上を表示 

▲車種別自動車登録台数の推移 

資料：東広島市資料より 

▲東広島市の自動車発生集中量の推移 

資料：道路交通センサス 

※Ｈ25 までボートトレーラー含む 

136,470 136,847
138,028

139,287
140,950

142,210
143,325

144,354
145,459

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

（台/年）
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25,123
24,653 24,561

24,877

24,025

24,624
24,249

24,722

23,617

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

（人/日）

2,405
2,607 2,528

2,430 2,444 2,361 2,356 2,322 2,282

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

（千人/年）

2.3 公共交通の課題 
2.3.1 減少する公共交通利⽤者 

鉄道利用は平成20年以降減少傾向となっており、路線バスも利用者数が減少傾向になっています。

公共交通の利用者数がこのまま減少すれば公共交通サービスの現行水準を維持することが困難とな

ります。 

このため、鉄道及びバスの利便性の向上を図るとともに、モビリティ・マネジメントを実施し、地

域ニーズを踏まえた潜在需要の掘り起こしや、利用者の減少が公共交通の維持存続を困難なものとす

ることを啓発していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲地域公共交通利用者数の推移 

資料：東広島市資料より 

※平成 23 年度からは広島電鉄(株)分の利用者を含む 

▲路線バス利用者数の推移 

資料：東広島市資料より 

資料：東広島市資料より 

※ふくふくしゃくなげ号（福富）はＨ19.2 運行開始、Ｈ26 廃止 

※豊栄そよ風号（豊栄）はＨ20.2 運行開始 

※海風バス（安芸津）はＨ21.4 運行開始 

※あゆピチふれあい号（河内）はＨ22.11 運行開始 

※黒瀬さくらバス（黒瀬）はＨ26.6 運行開始 

1,552
1,109 928 848

433

4,683
4,389

4,032

3,255
2,657

2,192 2,312 2,495
2,211

6,362 6,418

5,473

4,908

4,602 4,693
4,504

4,117

3,524

1,834

3,344 3,421

3,324

4,726
5,112 5,208 5,294

3,347
2,767

3,526

4,686
4,752

5,186

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

ふくふくしゃくなげ号（福富） 豊栄そよ風号（豊栄）

海風バス（安芸津） あゆピチふれあい号（河内）

黒瀬さくらバス（黒瀬）

（人）

▲鉄道利用者数の推移 
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【公共交通の運⾏状況】※平成 31 年時点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼路線バス

芸陽バス株式会社 23路線

西条駅⇔広大中央口⇔西条駅、西条駅⇔山中池、広大中央口⇔西条駅、

西条駅⇔山中池（下見経由）、広大中央口⇔西条駅（下見経由）、八本松

駅⇔広大中央口⇔八本松駅、八本松駅⇔広大北口、広大二神口⇔八本

松駅、東広島駅⇔大学会館前、ががら口⇔東広島駅、西条駅⇔呉駅、西

条駅⇔呉駅（国際大学・文化大学経由）、西条駅⇒広島国際大学、賀茂医

療センター⇒呉駅・広駅、西条駅⇔東広島駅、西条駅⇔広島国際大学（庚

経由）、広島国際大学⇔西条駅、西条駅⇔酒類総合研究所前⇔サイエン

スパーク入口⇔西条駅、西条駅⇔東広島医療センター、広島⇔広島大学・

広島国際大学、西条市街地循環バス「のんバス」、西条エアポートリムジン

中国ジェイアールバス

株式会社
22路線

広島電鉄株式会社 ２路線 郷原黒瀬線、広島国際大学⇔熊野営業所・矢野駅前

運行事業者 路線数 路線名

西条･広島線、八本松・吉川線、磯松線、篠・シャープ・八本松駅前線、豊

栄・西条線、西高屋・白市線、高美が丘線、高美が丘・近畿大学～西条線、

西条・広島大学線、八本松・広島大学線、東広島・広島大学線、西条・東広

島線、志和循環線、吉川循環線、白市－広島空連絡バス、安芸津・西条

線、西条・竹原線、高速バス竹原・広島線、豊栄・米山線、河内・甲山線、西

河内線、西条市街地循環バス「のんバス」、西条エアポートリムジン

▼コミュニティバス（地域公共交通）

１路線

海風バス 芸陽バス株式会社 ３路線

黒瀬さくらバス
中国ジェイアールバス

株式会社
６路線

吉原・安宿線、能良・乃美陰地線、清武西・飯田

線

河内駅～上戸野線

木谷線、風早・大田線、小松原・大芝線

渋・長貫～ショージ～黒瀬支所線、渋・長貫～黒

瀬支所線、八畝ヶ畑～黒瀬支所線、洋国団地～

黒瀬支所線、楢原～黒瀬支所線、上条～黒瀬

支所

豊栄そよかぜ号 有限会社豊栄交通 ３路線

あゆピチふれあい号 芸陽バス株式会社

コミュニティバス 運行事業者 路線数 路線名

▼航路

航路 運行事業者 航路数 航路名

安芸津フェリー 安芸津フェリー株式会社 １航路 安芸津～大崎上島（大西）

▼ＪＲ

※山陽本線は西条駅、呉線は安芸津駅を対象に集計。

73

19

25

140

39

50

西日本旅客鉄道株式会社
在来線

山陽本線

呉線

新幹線

67

運行事業者 区分 合計

20

25

運行本数（平日）

上り（三原方面） 下り（広島方面）

有限会社豊栄交通
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▲公共交通の運行状況 
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２．東広島市における現況課題 

2.3.2 交通空白地域の現状 
交通空白地域外に居住している人口（以下、「交通空白地域外人口」という）の割合は、八本松町、

志和町、高屋町、河内町、福富町で全市平均を下回っています。鉄道駅や路線バスが集中する西条地区

では交通空白地域外人口が全市平均を上回っているほか、地域公共交通が運行している豊栄町、黒瀬町、

安芸津町においても全市平均を上回っています。（河内町は、地域公共交通が運行していますが、フリ

ー乗降区間が設定されておらず、カバー範囲が狭いため平均を下回る結果となっています。） 

行政負担による公共交通の運行には限界があるため、福祉施策との連携やタクシー等の民間事業の

活用を含めた多様な方策による交通網の構築が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼交通空白地域外人口（JR駅から１kmを交通空白地域外とした場合）

区分 西条町 八本松町 志和町 高屋町 黒瀬町 福富町 豊栄町 河内町 安芸津町 総計

交通空白地域外人口 69,058 20,697 3,615 22,902 21,633 872 2,981 4,395 9,015 155,168

人口（H31.3.31住基） 78,606 29,147 6,612 30,023 22,419 2,377 3,224 5,759 9,507 187,674

交通空白地域外人口の割合 87.9% 71.0% 54.7% 76.3% 96.5% 36.7% 92.5% 76.3% 94.8% 82.7%

※交通空白地域：駅・バス停などの公共交通利用施設から400m（駅からは１km）を超える地域。

　（地域公共交通のフリー乗降区間は、そのルートから400mを超える地域）

▲交通空白地域 

居住地ポイント 

交通空白地域外 

交通空白地域外 

（JR の駅から１km） 
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２．東広島市における現況課題 

2.3.3 公共交通に対する市⺠の意識 
令和元年度東広島市市民満足度調査の施策に対する満足度と重要度の相関図において「公共交通網

の充実」は、重要度は高いが、満足度は低いという結果となっており、施策の重点化や抜本的な見直

し等も含め、満足度を高める必要があります。 

また、平成 23 年度都市交通現況調査によると、公共交通の運行系統について、バスでは 54％、鉄

道では 20％の方が不満と感じており、特にバスに関する不満が顕著となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 9,369

満足

3% ほぼ満足

8%

普通

35%

やや不満

19%

不満

35%

54%

N= 9,555

満足

9%

ほぼ満足

23%

普通

48%

やや不満

10%

不満

10%

20%

▲施策に対する満足度と重要度の相関図 

資料：令和元年度 東広島市市民満足度調査 

▲公共交通のサービスに関する意識調査結果（運行系統の項目） 

資料：平成 23 年度 都市交通現況調査 

■バス ■鉄道 
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２．東広島市における現況課題 

2.3.4 ⾏政負担の拡⼤ 
東広島市の路線バスに対する補助金や地域公共交通の運行経費など、行政負担は増加傾向となって

います。 

特に、周辺部の人口減少による公共交通利用者の減少は避けがたい状況にあるため、行政負担の適

正化に向けた運行形態の見直しを行い、あわせて公共交通の利便性を高め利用促進に向けた取り組み

が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,283

82,574

76,326

91,533

93,736

90,728

81,817

107,421

151,737

28,152

30,455

30,266

32,919

31,707

36,990

37,251

36,848

36,856

3,140

1,552

1,435

9,073

9,079

11,685

12,748

15,933

17,130

17,784

18,253

19,276

39,040

42,840

45,494

45,875

44,871

64,890

64,125

63,344

63,321

40,502

41,822

43,828

45,711

49,236

49,407

51,076

54,148

51,303

1,172

364

373

361

394

430

604

1,112

1,472

205,222 

210,274 

209,524 

230,582 

235,877 

259,575 

252,657 

281,126 

323,965 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

路線バス補助金 地域交通運行費 航路補助金

高齢者タクシー割引乗車券 通学対策 福祉助成券（タクシー券）

その他

（千円）

▲移動に関する費用負担の推移 

資料：東広島市資料より 

▼移動に関する費用負担の推移 （千円）

Ｈ22 87,283 28,152 - 9,073 39,040 40,502 1,172 205,222

Ｈ23 82,574 30,455 3,140 9,079 42,840 41,822 364 210,274

Ｈ24 76,326 30,266 1,552 11,685 45,494 43,828 373 209,524

Ｈ25 91,533 32,919 1,435 12,748 45,875 45,711 361 230,582

Ｈ26 93,736 31,707 - 15,933 44,871 49,236 394 235,877

Ｈ27 90,728 36,990 - 17,130 64,890 49,407 430 259,575

Ｈ28 81,817 37,251 - 17,784 64,125 51,076 604 252,657

Ｈ29 107,421 36,848 - 18,253 63,344 54,148 1,112 281,126

Ｈ30 151,737 36,856 - 19,276 63,321 51,303 1,472 323,965

※航路補助金H23年度より開始。H26～H30は黒字のため負担なし。

その他 合計区分
路線バス

補助金

地域交通

運行費
航路補助金

高齢者タクシー

割引乗車券
通学対策

福祉助成券

（タクシー券）
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２．東広島市における現況課題 

2.4 都市機能に対する課題 
2.4.1 各施設の⽴地状況 

官公庁をはじめ、教育機関、商業施設、医療機関といった各種施設の立地は広範囲に点在していま

す。 

人口の集中する西条町では各種施設がある程度集積する一方で、施設を利用するために移動を伴う

地域もあります。 

また、本市に位置する大学、工業団地の多くは、JR 西条駅、JR 八本松駅まで路線バスで接続され

ており、通勤、通学、訪問者等の移動で利用されていますが、一部の工業団地では公共交通が整備さ

れていないところも存在します。 

こうした状況から、通勤、通学、訪問者等の移動ニーズを的確に把握し、各種施設を効率的に結ぶ

交通網を構築するため、公共交通を再編していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学・研究機関

資料：「東広島市の公共交通施策について（平成 23 年３月）」をもとに図版編集 

▲各施設の立地状況 
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２．東広島市における現況課題 

2.4.2 中⼼市街地の利⽤実態及び必要なサービス 
東広島市中心市街地活性化基本計画では、中心市街地の来街範囲（基本商圏）は、３km 圏内で約６

割を占め、比較的近隣からの利用が多くみられます。また、平成 23 年度都市交通現況調査結果にお

いても３km 圏内で５割となっており、同様な傾向となっています。来街目的をみると、「通勤通学」

が最も多く、次いで「業務」、「買い物」となっており、日常的な行動目的が主となっていることが伺

えます。 

また、中心市街地に必要なサービスとしては、「安心して歩ける歩行空間や街路灯」、次いで「バス

など公共交通機関の充実」となっています。 

これらのことから、中心市街地の来街者を増やしにぎわいを創出するために、歩行環境の向上や回

遊性を高める交通網を構築する必要があります。 
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資料：東広島市中心市街地活性化基本計画/東広島市/平成 25 年 

204

152

133

130

100

88

59

47

18

11

16

0 50 100 150 200 250

安心して歩ける歩行者空間や街路灯

バスなど公共交通機関の充実

イベント（祭、夜市など）

いろんな種類の商店

広場、緑地や休憩施設

特産品の販売所

観光客向けの案内やサービス

店主のこだわり商品やサービス

文化教室

その他

無回答

来
街
範
囲 

 

 

 

 

 

 

 

        ※帰宅目的を除く 

来
街
目
的 

 

 

 

 

 

 

 

        ※帰宅目的を除く 

資料：平成 23 年度都市交通現況調査 

22%

～1km未満

27%

～3km未満

13%

～5km未満

26%

～10km未満

12%

10km以上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

来街範囲

凡例

N=41,396

ﾄﾘｯﾌﾟ

26%

出勤

（通勤）

5%

登校

（通学）

22%

業務

18%

買物

6%

通院

3%

余暇

0%

観光

7%

送迎

14%

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

来街目的

凡例

N=41,396

ﾄﾘｯﾌﾟ



 

 15 

２．東広島市における現況課題 

2.4.3 広域移動環境 
広域交通拠点（都市の玄関口；広島空港、JR 新幹線東広島駅）へ接続しているバス路線は下図のと

おりで、経由地は限定的となっています。現況では東広島市中心部（市役所）や広島大学等から JR

西条駅を経由し広島空港へ、JR 西条駅から広島大学を経由し JR 新幹線東広島駅へ連絡する公共交通

網が整備されておらず、東広島市内の企業からは、広域交通拠点へのアクセス性に対する問題点が指

摘されるなど、広域交通拠点へのアクセス性の向上が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲広域交通拠点（広島空港、JR 新幹線東広島駅）からのアクセス性（H31.3 時点） 

▼企業ニーズ 

JR 新幹線東広島駅利⽤状況 広島空港利⽤状況 

 
 
 
 
 
 

 

■JR 新幹線東広島駅を利用する場合の問題点  
・JR 新幹線東広島駅へ向かう公共交通がない。  
・こだましか停まらないため、乗り換えが必要。  
・送迎⾞用の待機場が少ない、駐⾞場が高い。  

■JR 新幹線東広島駅を利用しない理由  
・JR 新幹線東広島駅へ向かう公共交通がない。  
・事務所から遠く移動に時間がかかる。  
・こだましか停まらないため、乗り換えが必要。  
・JR 新幹線広島駅から新幹線を利用するほうが便利。 

(※主な意⾒) 

■広島空港を利用する場合の問題点  
・空港までの路線バス(リムジンバス)の便利が悪い。  
・空港が鉄道と接続していない。  
・送迎⾞を停めるスペースが少ない。  
・駐⾞料⾦が高い。  
・⾶⾏機の便数が少なく、最終便も早い。  

■広島空港を利用しない理由  
・鉄道の⽅が便利。  
・費用面から会社として鉄道利用を推奨している。 

(※主な意⾒) 

資料：平成 23 年度 都市交通現況調査 

 

不明
1社
(1%)

全く
利用しない
20社(17%)

あまり
利用しない
56社(46%)

よく
利用する
44社(36%)

東広島駅 

(山陽新幹線) 

の利用状況 

 

よく
利用する
48社(39%)

あまり
利用しない
43社(36%)

全く
利用しない
28社(23%)

不明
2社
(2%)

広島空港 

の利用状況 

※乗換なしで到達可能な経路を表示 



 

 16 

３．東広島市の将来像 

３．東広島市の将来像 
3.1 将来都市像 

本市では、魅力ある仕事にあふれ、自然と都市環境が共存し、心豊かな暮らしが営まれることによ

って市民がこのまちに誇りを持てるような、そして、仕事や暮らし、学びを求め、多様な人材が国内

外から集まってくるような「選ばれる都市」を実現するため、将来都市像を次のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総合計画 
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３．東広島市の将来像 

3.2 将来都市構造 

3.2.1 将来都市構造 
将来都市構造は、総合計画に位置づけられた拠点（都市拠点、地域拠点）に加え、全市的な都市機

能を担う地区に拠点（都市機能拠点）を設定し、重点的に都市機能の整備・充実を促進します。また、

都市空間の骨格の中で、計画的に都市的な機能を集積・展開していく方向として「都市軸」を設定し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 375 号 

 

国道 185 号 

 

JR 呉線 

 

JR 山陽本線 

 

山陽自動車道 

 

国道２号 

 

JR 山陽新幹線 

 

東広島・呉自動車道 

 

（東広島高田道路） 

 

安芸津下三永線 

 

鍛冶屋地区 久芳地区 

中河内地区 

中黒瀬地区 

JR 新幹線東広島駅周辺地区 

JR 八本松駅周辺地区及び飯田地区 

JR 寺家駅周辺地区 

JR 西高屋駅周辺地区及び 

高美が丘地区 

三津地区 

JR 西条駅前から広島大学に至る一帯 

国道 432 号 

 

国道 486 号 

 

矢野安浦線 

 

国道 432 号 

 

広島空港 

 

▲東広島市の将来都市構造 

資料：都市計画マスタープラン 

西志和地区 
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３．東広島市の将来像 

都市計画マスタープランで示された将来都市構造の設定にあたっては、以下の２つの視点を設けて

います。 

地域間交流促進・都市機能強化・産業振興に資するネットワーク形成として、総合計画、都市計画

マスタープランで示される都市拠点、都市機能拠点、地域拠点を連絡し、地域間交流・都市機能強化・

産業振興に資するネットワークを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市計画マスタープラン 

 ● 都市拠点 
● 都市機能拠点 
● 地域拠点(副都市拠点型) 
● 地域拠点(生活・交流促進型) 

▲都市拠点の整備方針 資料：都市計画マスタープラン 

視点①：コンパクトで集約型の都市づくり 

【拡散・低密度化した都市】 

【コンパクトで集約型の都市】 

都市機能の集積 

低・未利用地（空洞化） 

市街地の拡散 

計画的な市街地形成 

▲コンパクトで集約型の都市づくりの推進 

視点②：適正規模の交通ネットワークの形成と 

拠点連携によるまちづくり 

【画一的な交通ネットワーク】 

【適正規模の交通ネットワーク】 

同一規格・画一的な整備 

地域に応じた適正規模の整備 

▲適正規模の交通ネットワークの形成 
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３．東広島市の将来像 

3.3 将来フレーム 
3.3.1 将来⼈⼝ 

東広島市の将来人口は、令和２年から数年間をピークに減少に転じ、令和 12 年で約 193,000 人と

なることが予測されています。少子高齢化は年々進展しており、平成 25 年では 65 歳以上人口は 25％

を超えています。 

西条地域の人口が唯一増加傾向にあり、高齢化は比較的緩やかに進展すると予測されています。他

地域においては、人口は横ばい若しくは減少傾向で高齢化は進展すると予測されており、特に郊外部

においてその傾向は顕著となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲地区別将来人口フレーム 

※人口：Ｈ22 はＨ22 の国勢調査の結果。これ以降はＨ17 国調ベースの東広島市全体の人口フレームをＨ

24 年度東広島市人口推計業務の構成比により按分した。 

※高齢化率：Ｈ22 は国勢調査の結果。Ｈ27 以降は平成 24 年度東広島市人口推計業務より引用 
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R２ R12 H27 H22 
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３．東広島市の将来像 

3.3.2 将来生成交通量及び目的構成 
将来（令和 12 年）生成交通量は、約 42.9 万トリップと、現況（平成 23 年）の 43.1 万トリップに

対し、微減すると予測されます。目的別にみると、通勤，通学，帰宅目的は減少し、買物，通院，私

用目的は増加しています。 

通勤・通学トリップの減少は、幼少人口（14 歳未満）と生産人口（65 歳未満）の減少に伴うもの

で、通院をはじめとする買物，私用の増加は高齢者人口の増加が主な要因と考えられます。 

地区別の発生集中量をみると、将来人口フレームに相応して、西条地域はすべての移動目的で増加

傾向にあり、八本松地域は人口と同様に概ね横ばい傾向です。人口減少となっている志和地域、高屋

地域、黒瀬地域、福富・豊栄地域、河内地域、安芸津地域は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 431,795

ﾄﾘｯﾌﾟ

N= 429,009

ﾄﾘｯﾌﾟ

69,956 

66,837 

出勤(通勤)

33,547 

31,580 

登校(通学)

155,675 

153,715 

帰宅

33,192 

34,719 

買物

7,978 

9,615 

通院

59,497 

60,662 

私用

71,950 

71,881 

業務

現況（H23）

将来（H42）

凡例

(16.2%) (7.8%) (36.1%) (7.7%) (1.8%) (13.8%) (16.7%)

(15.6%) (7.4%) (35.8%) (8.1%) (2.2%) (14.1%) (16.8%)

▲地域別発生集中量（全目的）の変化 

▲生成交通量の変化 
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４．地域公共交通網形成計画 

４．地域公共交通網形成計画 
4.1 東広島市都市交通マスタープランの基本理念・基本⽅針 

基本理念 (1)日常生活を支える交通 
日常生活施設が集積する都市拠点内と地域拠点内または拠点間の移動の円滑化を図り、

だれもが安全で快適な暮らしができる移動環境の構築を目指します。 

基本⽅針 ①⽣活インフラとしての交通網の構築 
・通勤、通学、買物、通院等の⽣活に⽋かせない移動を円滑にする交通網の構築を目指します。 

 ②徒歩・⾃転⾞環境の整備促進 
・近距離移動における主要な移動⼿段となる徒歩、⾃転⾞移動を確保する安全な移動環境の
整備を促進します。 

 ③バリアフリー化の促進 
・駅や主要バス停等の交通結節点やその周辺のバリアフリー化を促進します。 

基本理念 (2)都市の活⼒を促す交通 
東広島市の特徴である⼤学や試験研究機関、多くの産業団地、さらには、広域交通拠点

である広島空港、JR 新幹線東広島駅等を利便性の⾼い交通ネットワークで結ぶことで企業
⽴地・企業活動活性化を図るとともに、市域内外の⼈や物の円滑な流れを促進し、都市の
活⼒を⾼めます。 

基本⽅針 ①社会・経済活動を支える交通網の構築 
・⼤学や試験研究機関、産業団地等への円滑な⼈と物の流れを促進する交通網の構築を目指
します。 

 ②広域移動環境の整備 
・広域移動を担う、広島空港、JR 新幹線東広島駅や高速道路等へのアクセス性の向上を図りま
す。 

 ③中心市街地のにぎわい創出 
・中心市街地としての性格を持つ JR ⻄条駅周辺部分において、にぎわいを創出するような移動環
境の整備を促進します。 

基本理念 (3)持続可能な交通 
環境負荷の軽減と、都市の健全な発展と秩序ある整備の両⽴を図るとともに、⾏政負担

の適正化を図るために、将来にわたって持続可能な移動環境の構築を目指します。 

基本⽅針 ①環境負荷の軽減 
・公共交通の利用促進、道路混雑の緩和など、環境にやさしい交通網の構築を目指します。 

 ②都市の健全な発展と秩序ある整備につながる交通網の構築 
・コンパクトで集約型の都市構造を形成するための交通網の構築を目指します。 

 ③⾏政負担の適正化 
・限られた財源を効率的に運用するとともに、地域や関係機関と連携・協⼒を進め、役割を分担し
ながら持続可能な交通網の構築を目指します。
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４．地域公共交通網形成計画 

4.2 道路網 
市内外の連携を支える基盤として、東西・南北の広域２軸の強化を図ります。 

東西の広域軸は、既存の山陽自動車道及び国道２号を活用し、国道２号においては安芸バイパス、

西条バイパスの整備を進め、南北の広域軸は、東広島・呉自動車道及び国道 375 号を活用するととも

に、東広島高田道路の整備を進めます。さらに、西条バイパスにおいては、道路利用者のための休憩

機能、道路利用者や地域の方々のための情報発信機能、活力ある地域づくりを行うための地域の連携

機能を有する「道の駅」の整備を進めます。 

市域内の各拠点間の交通を支える道路網の強化としては、都市計画道路や幹線道路までのアクセス

機能の充実を図ります。 

また、地域の道路特性を踏まえながら、近距離移動の基本となる歩行空間を確保するために、歩道

の整備や駅や主要バス停等への駐輪場の充実を図ります。 

※ 個々の路線の整備スケジュールについては地域別計画（33 ページ～）を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲道路網強化軸 

※広域幹線及び連携軸に重なっている整備 

路線を強化軸として位置付けています。 

○山陽自動車道 

○国道２号 

安芸バイパス 

西条バイパス 

○東広島・呉自動車道 

○国道 375 号 

○東広島高田道路 

○国道 185 号 

  安芸津バイパス 

｜主な路線 

資料：都市交通マスタープラン 
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４．地域公共交通網形成計画 

4.3 公共交通 
本市はバスの分担率が２％と、公共交通の利用状況が極めて低いため、自動車交通を直接制限する

ことによって、公共交通の利用を促すような政策はふさわしくありません。そのため、比較的高い交

通サービス水準が保たれている地域や人口密度、居住者の年齢構成等を踏まえて公共交通への転換が

期待できる地域から、住民が自発的に公共交通を利用するよう行動の転換を促すため、路線再編やモ

ビリティ・マネジメントに着手していきます。 

交通政策の時間軸上の展開としては、こうした考え方からまずは中心部から取り組んでいき、モビ

リティ・マネジメントの有効性を検証しつつ、公共交通への転換を図り、周辺部へと順次展開してい

きます。また、周辺部で運行している地域公共交通については引き続き運行改善と利用促進に取り組

むとともに、取り組みに対し関心のある企業や学校を対象としたモビリティ・マネジメント等につい

ては、適宜その有効性を判断し推進していきます。 
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短期 中⻑期

交通網の再編
4.3.1 交通結節点の整備
4.3.2 幹線・支線による交通ネットワークの形成
4.3.3 都市拠点等における公共交通の強化
4.3.4 中心市街地活性化の促進

利⽤促進
4.3.5 モビリティ・マネジメントの推進
4.3.6 公共交通の利用環境の改善

交通網の再編
4.3.1 交通結節点の整備
4.3.2 幹線・支線による交通ネットワークの形成

利⽤促進
4.3.5 モビリティ・マネジメントの推進
4.3.6 公共交通の利用環境の改善

中⼼部における展開

周辺部への展開

地域公共交通の運⾏改善・利⽤促進
4.3.2 幹線・支線による交通ネットワーク

の形成
4.3.5 モビリティ・マネジメントの推進

(地域公共交通)
4.3.6 公共交通の利用環境の改善

利⽤促進
4.3.5 モビリティ・マネジメント

の推進(企業・学校)

▲交通施策の時間軸上の展開 

交通網の再編 
4.3.1 交通結節点の整備 
4.3.2 幹線・支線による交通ネットワークの形成 
4.3.3 中心市街地活性化の促進 

利⽤促進 
4.3.4 モビリティ・マネジメントの推進 
4.3.5 公共交通の利用環境の改善 

利⽤促進 
4.3.4 モビリティ・マネジメントの推進 
4.3.5 公共交通の利用環境の改善 

利⽤促進 
4.3.4 モビリティ・マネジメント 

の推進（企業・学校） 

地域公共交通の運⾏改善・利⽤促進 
4.3.2 幹線・支線による交通ネットワークの 

形成 
4.3.4 モビリティ・マネジメントの推進 

（地域公共交通） 
4.3.5 公共交通の利用環境の改善 
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４．地域公共交通網形成計画 

4.3.1 交通結節点の設置（実施主体︓東広島市、交通事業者） 
従来のバス系統の中には、１系統あたりの運行距離が長くなり、他の系統と重複する区間を運行し

ているものがあります。こうした非効率性は、採算性を悪化させ、それにより減便といったサービス

水準の低下が強いられることで、利用者が減少するという悪循環をもたらす可能性があります。この

ような悪循環を回避するため、複数系統を再編し、新たな交通結節点を設置することで効率的な運行

形態を目指します。また、鉄道駅（JR 西条駅、JR 寺家駅、JR 八本松駅、JR 西高屋駅、JR 白市駅、JR

入野駅、JR 河内駅、JR 安芸津駅、JR 風早駅、JR 新幹線東広島駅）についても交通結節点としてバス

路線等の接続性を向上させるため、運行ダイヤを調整し、乗換利便性の向上を図ります。 

 

 

■新たな交通結節点の役割 

＜現在：複数の系統が直通で構成されており、重複区間が存在し、各系統が長い＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来：新たな交通結節点を設置し、郊外からの支線と市街地までの幹線系統を形成＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郊外からの支線に再編 市街地までの幹線系統を強化 

重複区間 
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４．地域公共交通網形成計画 

新たな交通結節点は、郊外からの支線系統と幹線系統を結び、乗り継ぎに配慮したダイヤを設定す

ることで利用者の物理的な乗換抵抗を低減し、乗換の定着に寄与する乗換施設を整備します。こうし

た整備については、関連する地域のまちづくりのあり方（周辺道路の整備や市街地の集積状況など）

と一体となって検討していきます。 

また、交通結節点は、バス⇔バス、バス⇔鉄道だけでなく、自家用車、タクシー、自転車等からの

バス・鉄道への乗り換えといった、異なる交通手段の接続性の向上を図るため、駐車場や駐輪場の併

設についても検討していきます。さらに、交通結節点の設置にあたっては、各拠点地区における医療・

福祉・商業等の生活機能の確保や周辺道路の整備・市街地の集積状況など、本市のまちづくりと連動

した交通ネットワークの構築に資するものとなるよう検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした新たな交通結節点の機能から、次の整備候補エリアを設定します。 

① 久芳～造賀：市北部の地域拠点からの移動を集約する拠点 

市北部の中山間地域からの支線を集約し、中心市街地方面への幹線バスとつなげる。 

② 志和：広島方面への高速バスの拠点 

主に市西部の志和地域からの支線を集約し、JR 八本松駅方面や広島方面の路線バスとつなげる。 

③ 下見～鏡山：都市拠点内の拠点 

八本松町南部からの支線や広島大学前の下見学生街周辺からの移動ニーズを集約し、JR 西条駅方

面の幹線バスとつなげる。 

④ 黒瀬：市南部における広域移動の拠点 

市南部の黒瀬地域の支線を集約し、国道 375 号を運行する幹線バス（西条方面、呉方面）とつな

げる。 

 

※デマンド交通等の移動手段を展開する地域公共交通エリアにあっては、事前予約制、多方面へ

のアクセス性、路線再編効果、door-to-door での移動ニーズへの対応等の運行形態から、交通結

節点の整備を必要としない場合があります。 

 

■交通結節点の例 

鉄道駅-路面電車-バス 路面電車-バス バス-バス バス 

 

 

 

 

 

 

 

資料）国土交通省 

▲広島市 JR 横川駅 

 

 

 

 

 

 

 

資料）国土交通省 

▲廿日市市役所前駅 

 

 

 

 

 

 

 

資料）宇都宮市バスシステム検討委員資料 

▲盛岡市松園 

 

 

 

 

 

 

 

資料）国土交通省 

▲神奈川県厚木市 
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４．地域公共交通網形成計画 

4.3.2 幹線・支線による交通ネットワークの形成（実施主体︓交通事業者、東広島市、市⺠） 
交通ネットワークの形成にあたっては、路線バスのほか地域公共交通やタクシー、生活航路等の交

通手段についても適切な役割分担のもと、各路線の位置づけやサービス水準を明確にし、効果的なネ

ットワーク形成に努めます 

■ 幹線バスの最適化・強化 

幹線バスにおいては、利用ニーズに合わせて交通結節点間の路線バスのサービス水準を最適化

しつつ、運行ダイヤの調整などバス⇔バス、バス⇔鉄道など異なる交通手段の接続性の向上を図

っていくとともに、特に強化を図る幹線（強化幹線）においては、以下の考え方にもとづき、15

分に１本の運行頻度を最低限保つべきサービス水準の目安とした多頻度化、定時性・速達性の向

上を図ります。 

JR 西条駅⇔下見～鏡山（新たな交通結節点）⇔JR 新幹線東広島駅 

都市拠点（JR 西条駅～広島大学に至る一帯）と都市機

能拠点（JR 新幹線東広島駅周辺地区）を連絡する公共

交通機関として、JR 西条駅⇔下見～鏡山（新たな交通

結節点）⇔JR 新幹線東広島駅を結ぶ。 

 

黒瀬（新たな交通結節点）⇔JR 西条駅 

黒瀬地域の地域拠点から中心市街地を連絡する公共交

通機関として、黒瀬（新たな交通結節点）⇔JR 西条駅

を結ぶ。 

 

久芳～造賀（新たな交通結節点）⇔JR 西条駅 

市北部の地域拠点から中心市街地を連絡する公共交通

機関として、久芳～造賀（新たな交通結節点）⇔JR 西

条駅を結ぶ。 

 

■ 交通結節点までの移動手段の最適化（幹線系統以外） 

路線バスでは現在の運行頻度を目安とした最適化を図りつつ、地域公共交通やタクシーを含め

た交通事業者の適切な役割分担により福祉・教育分野との連携も図りながら多様なニーズに対応

した交通結節点までの移動手段を最適化します。 

また、路線バスの利用者数の少ない地域や点在する door-to-door での移動ニーズ等に対応する

ため、タクシーやデマンド交通、自家用有償旅客運送を活用し、住民が主体的に地域公共交通を

最適化する取り組みを支援します。 

加えて、公共交通空白地の解消を目指して、道路運送法規制対象外の移動手段の動向を注視す

るなど、地域公共交通の運行基準を設定し、それぞれの地域特性、利用ニーズに見合った移動手

段の導入支援を行います。 
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４．地域公共交通網形成計画 

4.3.３ 中⼼市街地活性化の促進（実施主体︓東広島市、交通事業者、市⺠） 
中心市街地には、官公庁、大学、病院、商業施設などの様々な施設が集積しており、本市の発展の

基礎として、こうした施設を結ぶ交通ネットワークの構築を進める必要があります。 

また、中心市街地へは比較的近隣から来ている（来街者の約５割は３km 圏内から来ている）ことを

考慮し、中心市街地へのアクセス性や来街者の回遊性の向上のため、平成 29 年に西条市街地循環バ

ス「のんバス」の運行を開始し、中心市街地のにぎわいの創出・観光振興に寄与する公共交通の整備

や安心・安全・魅力のある歩行者・自転車空間の構築等を進めています。 

さらに、今後ますます進展する高齢化社会を見据え、地域医療の拠点である国立病院機構 東広島

医療センターの最寄り駅である JR 寺家駅が平成 29 年に開業したことから、都市機能拠点である JR

寺家駅周辺地区において、循環交通（循環バス等）の運行を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※バス専用レーンまたはバス優先レーンの設置検討について 

バス専用レーンまたはバス優先レーンの設置は、設置検討区間の路線バス多頻度運行のために必要な施

策ですが、交通事業者の乗務員不足の課題が顕在化する中、利用ニーズとそれに基づく費用対効果を慎重

に検討していく必要があります。 

▲都市拠点等における公共交通の強化 
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４．地域公共交通網形成計画 

4.3.４ モビリティ・マネジメントの推進（実施主体︓東広島市、交通事業者、市⺠） 
将来交通需要予測の結果から、道路整備や交通事業のみでは都市交通マスタープランの目標年次で

ある令和 12 年において公共交通利用者は減少するという結果が得られています。公共交通利用者を

現状維持するという目標達成のため、市民一人一人が過度な自動車利用から公共交通や自転車等を適

切に利用する方向へ自発的に変化するような施策、すなわちモビリティ・マネジメントの実施が有効

であると考えられます。 

モビリティ・マネジメントとは、「ひとり一人のモビリティ（移動）が、社会的にも個人的にも望

ましい方向（例えば、過度な自動車利用から公共交通・自転車等を適切に利用する方向）に自発的に

変化することを促す、コミュニケーションを中心とした交通施策」と定義されています。本計画に定

める各種施策を持続可能なものとするため、モビリティ・マネジメントを推進していきます。また、

公共交通のクロスセクター効果（公共交通を廃止した時に追加的に必要となる多様な行政部門の分野

別代替費用の合計と、公共交通を維持するために行政が負担している財政支出を比較することによっ

て把握できる、公共交通の多面的な効果）についても積極的に周知を図っていくことで、公共交通の

利用啓発に取り組んでいきます。 

モビリティ・マネジメントの取組方針 

■ 住民を対象としたモビリティ・マネジメント 

一定水準の公共交通サービスがある、バス停利用圏内の居住者が多いなど、公共交通への転換が

期待できる地域の住民を対象とし、自動車による来訪が多い大規模商業施設等との連携も模索し

つつ、住民一人一人に対して個別的かつ大規模なコミュニケーション施策を通じて交通行動の変

容を促していきます。 

■ 企業を対象としたモビリティ・マネジメント 

企業団地等に立地する一定規模以上（従業員 100 人以上）の企業を対象に、災害時等の交通渋滞

を想定して、マイカー通勤の抑制・分散を働きかけます。 

■ 学校を対象としたモビリティ・マネジメント 

学校教育の一環として、地域の交通のあり方や公共交通の重要性、自動車依存のデメリット等に

ついて学習する機会を提供します。また、本市に多く居住する大学生に対し公共交通への転換の

他、徒歩・自転車への利用転換も視野に入れ実施していきます。 

■ 地域公共交通を対象としたモビリティ・マネジメント 

地域公共交通は、比較的人口が少なく、公共交通の利用が低密度である地域を運行することを踏

まえ、各地域の特性や地域住民の生活行動に応じた適切な手法を検討し、交通事故のリスク回避

や健康面へも配慮し、生活の質向上の一環としてのモビリティ・マネジメントを行います。 
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４．地域公共交通網形成計画 

4.3.５ 公共交通の利⽤環境の改善（実施主体︓東広島市、交通事業者） 
公共交通の利便性の向上を図るために、利用環境の改善に取り組みます。 

利用環境の改善にあたっては、高齢者等の交通弱者はもとより、市内に比較的多く生活している大

学生や、留学生などの外国人についても配慮したものとします。 

 

■ 公共交通利用者への各種情報提供の強化 

公共交通に係る総合的なマップ・時刻表の作成、バス系統番号・バスのラッピング・方面別の

カラーリングの導入、ラウンドダイヤ等の採用、バスの待ち時間の不安を低減させるためバスロ

ケーションシステムの導入など、利用者にとって覚えやすく利用しやすい環境を構築します。 

 

■ 利用環境の整備、車両・駅のバリアフリー化、点字ブロックや各種サインの設置 

車両や歩道のバリアフリー化及びバス停における歩道改良や上屋の設置、駐輪場やパークアン

ド（バス）ライド駐車場等の設置など、利用環境の向上を図ります。 

 

■ 運賃制度の検討 

事業者の収益の確保や適正な受益者負担を考慮しつつ、交通結節点でのバス乗継に伴う運賃割

引や循環バスにおける定額運賃など、利用者にわかりやすい運賃体系の導入検討を行います。 

 
4.3.６ 広域移動環境の検討（実施主体︓東広島市、交通事業者） 

JR西条駅とJR新幹線東広島駅を連絡する公共交通については、都市拠点内の移動であるとともに、

広域移動環境の検討としても位置づけます。 

広島空港へのアクセスについては、JR 西条駅から広島空港へ直行する「西条エアポートリムジン」

を平成 29 年に運行開始しました。利用実態、利用ニーズを見極めながら、運行サービスや運行経路

の見直しを検討していきます。 
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４．地域公共交通網形成計画 

4.3.７ 福祉・教育分野との適切な役割分担（実施主体︓東広島市） 
福祉分野においては、高齢者や障害者の移動支援施策として高齢者移送サービス事業や福祉有償運

送事業、教育分野においては、通学支援施策としてスクールバスの運行や通学費の助成を行っていま

す。 

福祉・教育分野における特定目的・特殊事情による移動ニーズへの対応については、既存の施策と

の適切な役割分担のもと、路線バスや地域公共交通の活用を図りながら、市全体の交通ネットワーク

の形成の中で効率的なあり方を検討していきます。 

■公共交通における施策の展開イメージ 
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４．地域公共交通網形成計画 

4.3.8 先進技術社会実装の検討（実施主体︓東広島市、交通事業者） 
交通事業者の乗務員不足の課題解決や移動手段の最適化を図るため、自動運転や MaaS の実装に向

けた社会実験の動向を注視しながら、利用ニーズに見合った効果的な移動手段の在り方を検討してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 
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４．地域公共交通網形成計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共交通における施策の展開 

⇒ 27 ページ「中心市街地活性化の促

進」 

■新たな交通結節点 
① 久芳〜造賀︓市北部からの移動を集約 
② 志和︓広島⽅面への高速バス拠点 
③ 下⾒〜鏡⼭︓都市拠点内の拠点 
④ ⿊瀬︓市南部の広域移動拠点 

 

■既存の交通結節点（鉄道駅）  

■既存の交通結節点（空港）  

■支線ゾーン 
・郊外から交通結節点への移動⼿段を最適化
（路線バス（支線）やコミュニティバス、タクシ
ーの活用など） 

 

■幹線軸 
・交通結節点と交通結節点を繋ぐ幹線の維持 

 

■強化幹線軸 
・幹線の多頻度化、定時性・速達性の向上を
図る 

（・JR ⻄条駅 〜 広島⼤学 〜 JR 新幹線 
東広島駅、・国道 375 号） 

 

 

○交通結節点の整備 

○幹線・支線による交通ネットワークの形成 

○都市拠点等における公共交通の強化 

○中心市街地活性化の促進 

○モビリティ・マネジメントの推進 

○公共交通の利用環境の改善 

○広域移動環境の検討 

○福祉・教育分野との適切な役割分担 

主な施策 
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5．地域別計画 

５．地域別計画 
都市計画マスタープランで区分された各地域における計画を示します。地域別計画は、「地域の特

性」「地域の交通課題と計画の考え方」「地域の計画」「施策メニューと実施スケジュール」で構成し

ています。 

■ 地域の特性 
主に都市計画マスタープランにおいて示されている特性についてまとめています。 

■ 地域の交通課題と計画の考え⽅ 
将来都市像を踏まえ、地域が抱える道路、公共交通に関する諸課題とそれらに対応する施策の概

要についてまとめています。 

■ 地域の計画 
各地域の地域特性、交通ネットワークの考え方、そして個々の施策の実施場所を図示しています。 

① 地域のすがた  都市計画マスタープランに従い、拠点地区や広域幹線(道路・鉄道)を示したもの。 

② 交通ネットワークの考え方  ①に交通結節点や公共交通の強化軸を加えたもの。 

③ ○○地域の計画  個々の施策を示し、②を詳細にしたもの。 

■ 施策メニューと実施スケジュール 
施策メニューを「道路」、「公共交通」、「歩道・自転車道」、「その他」に区分し、その実施スケジ

ュールを整理しています。 

なお、各施策は、都市交通マスタープランの基本理念・基本方針（21 ページ）にしたがって整理

し、実施スケジュールについては、将来交通網の需要予測を行うため、市が設定したものです。道

路等の施策における実際の整備については、国や県等と協議の上進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲地域公共交通網形成計画における地域別戦略の区域区分 
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5．地域別計画 

5.1 ⻄条地域 

5.1.1 地域の特性 
西条地域は、本市の中央部に位置し、JR 西条駅を中心に各種の公的機関が集積するとともに、大規

模小売店舗などが立地し、交通の結節点として鉄道やバスによる公共交通ネットワークが広がってい

ます。 

また、広島大学及び広島中央サイエンスパークや下見学生街など、本市がこれまで進めてきた学園

都市づくりを象徴する地区が形成されており、活力を牽引する地域となっています。 

寺家地区では、土地区画整理事業や地区計画による市街地整備が進み、平成 29 年に JR 寺家駅が開

業されるなど、都市基盤の整備に伴う人口の増加や郊外への店舗の出店が続く中で、中心部の周辺や

交通の利便性の高い地域から序々に市街化が進行しつつあります。 

 

5.1.2 地域の交通課題と計画の考え⽅ 
道路 

国道２号や国道 375 号、国道 486 号での混雑が見られ、特に市役所西交差点～大坪交差点、西条西

交差点、道照交差点等での混雑が激しく、日常的な移動に影響を及ぼしています。都市拠点・都市機

能拠点を結ぶネットワークを構築することが課題となっており、都市計画道路等の整備を推進し、

人・モノの円滑な混雑緩和を目指します。 

また、JR 西条駅付近の歩道が波打形状になるなど、歩行環境の改善が課題となっており、JR 西条

駅付近の移動円滑化重点地区及び JR 寺家駅を中心に快適な歩行空間の構築を推進します。 

 

公共交通 

JR 西条駅の利用者は JR 寺家駅開業の影響から横ばいから微減傾向であるものの、JR 新幹線東広島

駅の利用者は微増傾向にあり、路線バスの利用者は減少しています。持続可能な公共交通サービスの

構築や利用環境の向上が課題となっており、異なる交通モードの連携により、公共交通全体としての

利便性の向上を図ります。 

都市拠点内の拠点として新たな交通結節点（下見～鏡山）を設け、八本松町南部からの支線バスや

広島大学前の下見学生街からの移動を集約し、西条方面の幹線バスにつなげるとともに、JR 西条駅～

広島大学～JR 新幹線東広島駅におけるバス路線の多頻度化などによる公共交通幹線の強化を検討し

ていきます。また、中心部においては、買物・通院などの生活交通として利用できる西条市街地循環

バス「のんバス」を平成 29 年に導入しています。 

JR 西条駅から広域移動を担う広島空港へのアクセスの悪さが課題となっていることから、広域的な

視点も含め、市内の企業や大学のニーズや、観光面との連携を視野に入れ、広島空港へ直接乗り入れ

が可能な西条エアポートリムジンが平成 29 年から運行開始しました。 

また、一定のサービス水準がある地区やこれらの公共交通の機能強化と合わせて、環境の改善や交

通渋滞の緩和、健康増進等に配慮し、過度な自動車利用から公共交通や自転車等を適切に利用する方

向へと自発的な変化を促すモビリティ・マネジメントを推進します。 
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5．地域別計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東広島・呉自動車道、西条バイパス、御薗宇バイパスの４車線化や各種都市計画道路の整備 

○下見～鏡山への新たな交通結節点の設置及び交通結節点までの移動手段の最適化 

○JR 西条駅～広島大学～JR 新幹線東広島駅間の公共交通幹線の強化 

○鉄道駅（JR 西条・寺家駅）周辺における歩道の新設・拡幅・段差の解消 

■主な施策 

▲交通結節点（JR 西条駅） 
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５．地域別計画 

5.1.3 ⻄条地域の計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域のすがた  ②交通ネットワークの考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

左図に交通結節点や

公共交通の強化軸を

加えたもの。 

都市計画マスタープランに従

い、拠点地区や広域幹線

(道路・鉄道)を示したもの。 

③西条地域の計画 
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5．地域別計画 

5.1.4 施策メニューと実施スケジュール 
▼交通施策メニュー（西条地域）

①

生

活

イ

ン

フ

ラ

と

し

て

の

交

通

網

の

構

築

②

徒

歩

・

自

転

車

環

境

の

整

備

促

進

③

バ

リ

ア

フ

リ
ー

化

の

促

進

①

社

会

・

経

済

活

動

を

支

え

る

交

通

網

の

構

築

②

広

域

移

動

環

境

の

整

備

③

中

心

市

街

地

の

に

ぎ

わ

い

創

出

①

環

境

負

荷

の

軽

減

②

都

市

の

健

全

な

発

展

と

秩

序

あ

る

整

備

に

つ

な

が

る

交

通

網

の

構

築

③

行

政

負

担

の

適

正

化

前期

（Ｈ27～

Ｒ７年）

後期

（Ｒ８～

Ｒ12年）

馬木～黒瀬 ○ ○ ○ ○ ○

４車線化 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

西条バイパスの４車線化 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

御薗宇バイパスの４車線化 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

馬木の拡幅 ○ ○ ○ ○ ○ - - Ｈ26供用

（都）吉行飯田線［（―）飯田吉行線］ ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（都）吉行泉線 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（都）寺家中央線 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（都）上寺家下見線［（―）吉川西条線］ ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（都）西条中央巡回線 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（―）上三永竹原線 ○ ○ ○ ○ ○ - - Ｈ29供用

（都）馬木八本松線［（主）馬木八本松線］ ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（都）下三永吉川線［（―）下三永吉川線］ ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（都）吉行小谷線［（主）東広島本郷忠海線］ ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（都）江熊大槇線 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（都）JR西条駅北線 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - Ｈ26供用

（都）JR西条駅南北線 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - Ｈ26供用

（都）寺家１号線 ○ ○ ○ ○ ○ - - Ｈ28供用

（都）寺家２号線 ○ ○ ○ ○ ○ - - Ｈ28供用

（都）寺家３号線 ○ ○ ○ ○ ○ - - Ｈ28供用

（都）下三永１号線［（主）安芸津下三永線］ ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（都）田口下三永線［（―）下三永吉川線］ ○ ○ ○ ○ ○ 完成

○ ○ ○ ○ 完成

○ ○ ○ ○ 完成

○ ○ ○ ○ ○ - - Ｈ29供用

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 検討・実施

○ ○ ○ ○ ○
検討・

実施

○ ○ ○ ○ - - Ｈ29供用

○ ○ ○ - - Ｈ29供用

○ ○ ○
検討・

実施

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ - - Ｈ26供用

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ 実施 実施

○ ○ 実施 実施

西条停車場線（ブールバール）の自転車、歩行者分離 ○ ○ ○ ○ 実施

国道486号 ○ ○ ○ ○ ○

（主）安芸津下三永線 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 円滑化重点地区

○ ○ ○ - - Ｈ29供用

○ ○

○ ○

持続可能な交通

基本方針

路線名の［　］は県道名

検討・実施

検討・実施

基本理念

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

備

考

実施スケジュール

前・後期

※Ｈ26暫定供用

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

区分 施策メニュー

日常交通支える交通 都市の活力を促す交通

市中心部における循環バスの運行

公共

交通

道路 東広島・呉自動車道

国道２号

国道375号

各県・市道

市中心部からJR新幹線東広島駅へ直接乗り入れが可能

な公共交通網の構築

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上

JR西条駅のバリアフリー化

JR寺家駅の設置

パークアンドライド等の駐車場整備（JR寺家駅）

歩道・

自転

車道

その他

タクシー等の民間事業の活用

JR寺家駅駐輪場の整備

福祉・教育分野での施策

西条西交差点改良

（仮称）一般国道２号西条バイパス道の駅整備事業

点字ブロックや各種サインの設置

歩道の新設、拡幅

歩道の段差の解消

JR新幹線東広島駅へ停車する新幹線の増便

モビリティマネジメント（ＭＭ）の実施

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化

バス停環境の向上

車両のバリアフリー化

市中心部から広島空港へ直接乗り入れが可能な公共交

通網の構築

新たな交通結節点（下見～鏡山）の設置

新たな交通結節点（下見～鏡山）までの移動手段の最適

化

 

 

 

＝凡例＝ 

■道路 

  完成     ： 前期又は後期間に完了を目指すもの。 （なお、完成時期が未定のものを含みます。） 

■公共交通、歩道・自転車道、その他 

  検討     ： 前期又は後期間に事業着手に向けた協議・要請・検討を行うもの。 

  実施     ： 前期又は後期間に事業着手を目指すもの。 

  検討・実施 ： 前期から後期間にかけて、（順次）協議・要請・検討を行い、可能なものから事業着手を目指すもの。 

※これらの整備スケジュールは、将来交通網の需要予測を行うため市が設定したものです。 

※道路等の施策における実際の整備については、国や県等と協議の上進めていきます。 
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5．地域別計画 

5.2 八本松地域 
5.2.1 地域の特性 

八本松地域は、本市の西部に位置し、南北に細長い形状をしています。広島市と隣接する地域には

山林が、主に南部を中心とする平野部には農地が広がっています。 

平野部と丘陵部からなる中央部には、広島市への交通利便性の高さを活かし、JR 八本松駅の周辺に

ベッドタウンとしての住宅地が形成されているほか、地域を東西に走る国道 486 号の沿道には商業系

の店舗が多く立地しています。 

また、飯田地区・磯松地区・吉川地区などに工業団地が整備されており、高度な技術を持つ企業が

本地域に集積しています。 

現在、国道２号安芸バイパスの整備が進められており、完成後は広島市へのアクセスが向上するこ

とが見込まれます。 

 

5.2.2 地域の交通課題と計画の考え⽅ 
道路 

国道 486 号や東広島向原線（磯松工業団地付近）に混雑が見られ、日常的な移動に影響を及ぼして

います。地域の拠点性を高めつつ、国道２号安芸バイパスをはじめとした各拠点を結ぶネットワーク

を構築することや、磯松工業団地・吉川工業団地から高速道路へのアクセス性向上が課題となってお

り、都市計画道路等の整備を推進し、人・モノの円滑な移動促進を目指します。 

また、歩行者空間においては、JR 八本松駅周辺の歩行空間が不連続となっているなど、歩道環境の

向上が課題となっており、特に、JR 八本松駅付近の移動円滑化重点地区を中心にバリアフリー化を推

進します。 

 

公共交通 

JR 八本松駅、路線バスの利用者の減少が見られるとともに、交通空白地域も存在しています。 

路線バスにおいては、新たな交通結節点（下見～鏡山）までの移動手段を最適化するためのバス路

線の再編や JR 八本松駅との接続性を向上など、異なる交通モードの円滑な連携を図ります。 

これらバス路線の再編等により通勤・通学、買物・通院などに必要な公共交通を最適化し、地域の

幅広い世代が自立した社会生活を送ることができる持続可能な公共交通ネットワークを構築します。 

また、公共交通の機能強化と合わせて、磯松工業団地や吉川工業団地等に立地する企業や沿線住民

に対して、環境の改善や交通渋滞の緩和、健康増進等に配慮し、過度な自動車利用から公共交通や自

転車等を適切に利用する方向へと自発的な変化を促すモビリティ・マネジメントを推進します。 

 

これらの道路・公共交通施策により、都市間交流・拠点間交流を促進するアクセス環境を充実させ、

交通利便性を活かした都市機能が集積する活力ある地域に資する交通ネットワークを構築します。 
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5．地域別計画 

 

 

 

 

 

 

 

○（仮称）八本松ＳＩＣや国道２号安芸バイパスの整備 

○新たな交通結節点（下見～鏡山）までの移動手段の最適化 

○鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上 

○鉄道駅（JR 八本松駅）周辺における歩道の新設・拡幅・段差の解消 

■主な施策 
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5．地域別計画 

5.2.3 八本松地域の計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域のすがた  ②交通ネットワークの考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

左図に交通結節点や公共 

交通の強化軸を加えたもの。 

都市計画マスタープランに従

い、拠点地区や広域幹線(道

路・鉄道)を示したもの。 

③八本松地域の計画 
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5．地域別計画 

5.2.4 施策メニューと実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

＝凡例＝ 

■道路 

  完成     ： 前期又は後期間に完了を目指すもの。 （なお、完成時期が未定のものを含みます。） 

■公共交通、歩道・自転車道、その他 

  検討     ： 前期又は後期間に事業着手に向けた協議・要請・検討を行うもの。 

  実施     ： 前期又は後期間に事業着手を目指すもの。 

  検討・実施 ： 前期から後期間にかけて、（順次）協議・要請・検討を行い、可能なものから事業着手を目指すもの。 

※これらの整備スケジュールは、将来交通網の需要予測を行うため市が設定したものです。 

※道路等の施策における実際の整備については、国や県等と協議の上進めていきます。 
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5．地域別計画 

5.3 志和地域 
5.3.1 地域の特性 

志和地域は、本市の北西部に位置し、山陽自動車道の志和インターチェンジ付近には大規模な流通

団地が造成されており、主要地方道瀬野川福富本郷線の沿道などに農地と住宅が混在する集落が形成

されているほか、工場などが分散して立地しています。 

高齢化率が高く、人口減少が進んでいる地域であり、豊かな自然環境を活かした地域づくりの推進

が課題となっています。 

 

 

5.3.2 地域の交通課題と計画の考え⽅ 
道路 

志和インター線において混雑が見られ、山陽道との接続に影響を及ぼしています。地域の拠点性を

高めつつ、各拠点を結ぶネットワークを構築することが課題となっており、幹線道路等の整備を推進

し、人・モノの円滑な移動促進を目指します。 

また、歩行者空間においては、小学校が点在している本地域内の環状道路（バス路線の志和循環線）

で歩道が不連続となっているなど、歩道環境の向上が課題となっており、歩道整備による安全性の向

上を図ります。 

 

公共交通 

路線バスの利用者の減少が見られるとともに、交通空白地域も存在しています。 

路線バスにおいては、山陽自動車道など広域交通アクセスに優れた地域性を活かして、広島方面へ

の高速バスの拠点として新たな交通結節点を設け、志和地域の支線バスや JR 八本松駅方面への幹線

バスとつなげます。 

これらバス路線の再編等により通勤・通学、買物・通院などに必要な公共交通を最適化し、地域の

幅広い世代が自立した社会生活を送ることができる持続可能な公共交通ネットワークを構築します。 

また、公共交通の機能強化と合わせて、志和流通団地に立地する企業等に対して、環境の改善や交

通渋滞の緩和、健康増進等に配慮し、過度な自動車利用から公共交通や自転車等を適切に利用する方

向へと自発的な変化を促すモビリティ・マネジメントを推進します。 

 

これらの道路・公共交通施策により、交流機能の向上や定住人口の増加等につながる都市部とのア

クセス環境を整備・充実させ、交通利便性を活かした交流が盛んで活力ある地域に資する交通ネット

ワークを構築します。 

 

 

 

 
 
 
 
 

○志和インター線、東広島向原線、瀬野川福富本郷線の整備 

○志和への新たな交通結節点の設置及び交通結節点までの移動手段の最適化 

○西条・八本松方面への幹線バスの最適化 

○各バス路線等の利便性・接続性の向上 

○瀬野川本郷福富線、東広島白木線の歩道の新設・拡幅・段差の解消 

■主な施策 
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5．地域別計画 

5.3.3 志和地域の計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域のすがた  ②交通ネットワークの考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

左図に交通結節点や

公共交通の強化軸を

加えたもの。 

都市計画マスタープランに従

い、拠点地区や広域幹線(道

路・鉄道)を示したもの。 

③志和地域の計画 
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5．地域別計画 

5.3.4 施策メニューと実施スケジュール 

▼交通施策メニュー（志和地域）

①
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築
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進

③
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①
社

会

・

経
済

活

動
を

支

え

る

交

通
網

の

構
築

②

広
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動
環
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整
備

③
中

心

市

街
地

の
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ぎ

わ
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創
出

①
環

境

負
荷

の

軽

減

②
都

市

の

健
全

な

発
展

と

秩

序
あ

る

整

備
に

つ

な
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る

交

通

網
の

構

築

③

行

政

負
担

の

適
正

化

前期

（Ｈ27～

Ｒ７年）

後期

（Ｒ８～

Ｒ12年）

（都）志和インター線の４車線化［（主）志和イン

ター線］
○ ○ ○ ○ ○ 完成

（主）東広島向原線 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（主）瀬野川福富本郷線 ○ ○ ○ ○ ○ - - H27供用

（―）小河原志和線 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

○ ○ ○ ○ 完成

○ ○ ○ ○ ○ 検討 実施

○ ○ ○ ○ ○ 検討 実施

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ 実施 実施

○ ○ 実施 実施

（主）瀬野川福富本郷線 ○ ○ ○ 実施

（主）東広島白木線 ○ ○ ○ 実施

○ ○ ○

○ ○

○ ○

その他
福祉・教育分野での施策 検討・実施

タクシー等の民間事業の活用 検討・実施

歩道・

自転
車道

歩道の新設、拡幅

歩道の段差の解消 検討・実施

検討・実施

各バス路線等の利便性・接続性の向上 検討・実施

モビリティマネジメント（ＭＭ）の実施 検討・実施

検討・実施

バス停環境の向上 検討・実施

車両のバリアフリー化

西条・八本松方面への幹線バスの最適化

公共

交通
新たな交通結節点（志和）の設置

新たな交通結節点（志和）までの移動手段の最適

化

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化

点字ブロックや各種サインの設置

前・後期
基本方針

道路

路線名の［　］は県道名

（主）志和インター線交差点改良

各県・市道

区分 施策メニュー

基本理念 実施スケジュール

備
考

日常交通支える交通 都市の活力を促す交通 持続可能な交通

 

 

 

 

 

 

 

＝凡例＝ 

■道路 

  完成     ： 前期又は後期間に完了を目指すもの。 （なお、完成時期が未定のものを含みます。） 

■公共交通、歩道・自転車道、その他 

  検討     ： 前期又は後期間に事業着手に向けた協議・要請・検討を行うもの。 

  実施     ： 前期又は後期間に事業着手を目指すもの。 

  検討・実施 ： 前期から後期間にかけて、（順次）協議・要請・検討を行い、可能なものから事業着手を目指すもの。 

※これらの整備スケジュールは、将来交通網の需要予測を行うため市が設定したものです。 

※道路等の施策における実際の整備については、国や県等と協議の上進めていきます。 
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5．地域別計画 

5.4 ⾼屋地域 
5.4.1 地域の特性 

高屋地域は、本市の中央よりもやや東寄りに位置し、地域の中心となる JR 西高屋駅や JR 白市駅の

周囲には、計画的に整備された東広島ニュータウンなどの住宅団地や、歴史的なまちなみを今に伝え

る白市地区などの居住空間が分散的に形成されています。 

近年では近畿大学工学部や県立広島中学校・広島高等学校、近畿大学附属高等学校・中学校など、

教育機能の集積が進んでおり、文教地区としての性格が強まっているほか、山陽自動車道への直接の

乗り入れが可能な東広島・呉自動車道及び東広島高田道路の整備により、広域・高速交通へのアクセ

ス機能が向上しています。本地域の人口は減少傾向にあるとともに、比較的遅いものの、高齢化が進

展しています。 

 

 

5.4.2 地域の交通課題と計画の考え⽅ 
道路 

国道 375 号や東広島本郷忠海線に混雑が見られ、日常的な移動に影響を及ぼしています。地域の拠

点性を高めつつ、各拠点を結ぶネットワークを構築することが課題となっており、都市計画道路等の

整備を推進し、人・モノの円滑な移動促進や交流を目指します。 

また、歩行者空間においては、JR 西高屋駅周辺の歩道環境の向上が課題となっており、特に、JR

西高屋駅付近の移動円滑化重点地区を中心にバリアフリー化を推進します。 

 

公共交通 

JR 西高屋駅、JR 白市駅、路線バスの利用者の減少が見られるとともに、交通空白地域も存在して

います。 

鉄道においては、JR 白市駅のバリアフリー化に着手するとともに、JR 西高屋駅のバリアフリー化

を検討・実施します。 

路線バスにおいては、市北部の地域拠点（久芳地区、鍛冶屋地区）からの移動を集約する拠点とし

て新たな交通結節点（久芳～造賀）を設け、市北部の支線バスを集約するとともに、西条方面への南

北の幹線バス強化と東西の幹線バスの最適化を図り、鉄道とバス路線等の利便性・接続性を向上させ

ます。 

これらバス路線の再編等により通勤・通学、買物・通院などに必要な公共交通を最適化することで、

地域の幅広い世代が自立した社会生活を送ることができる持続可能な公共交通ネットワークを構築

します。  

また、公共交通の機能強化と合わせて、近畿大学工学部や沿線住民に対して、環境の改善や交通渋

滞の緩和、健康増進等に配慮し、過度な自動車利用から公共交通や自転車等を適切に利用する方向へ

と自発的な変化を促すモビリティ・マネジメントを推進します。 

 

これらの道路・公共交通施策により、教育機能の集積する文教地区にふさわしい活力ある地域に資

する交通ネットワークを構築します。 
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5．地域別計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東広島高田道路や吉行小谷線、造賀田万里線の整備 

○JR 白市駅及び JR 西高屋駅のバリアフリー化 

○久芳～造賀への新たな交通結節点の設置及び交通結節点までの移動手段の最適化 

○西条方面への幹線バスの強化（南北） 

○西条方面への幹線バスの最適化（東西） 

○鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上 

○JR 西高屋駅周辺における歩道の新設・拡幅・段差の解消 

■主な施策 
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5．地域別計画 

5.4.3 ⾼屋地域の計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域のすがた  ②交通ネットワークの考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

左図に交通結節点や

公共交通の強化軸を加

えたもの。 

都市計画マスタープランに従

い、拠点地区や広域幹線(道

路・鉄道)を示したもの。 

③高屋地域の計画 
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5．地域別計画 

5.4.4 施策メニューと実施スケジュール 
▼交通施策メニュー（高屋地域）

①
生

活

イ
ン

フ

ラ

と
し

て

の

交

通

網
の

構

築

②
徒

歩

・
自

転

車

環
境

の

整

備

促

進

③
バ

リ

ア
フ

リ
ー

化
の

促

進

①
社

会

・
経

済

活

動
を

支

え

る

交
通

網

の

構
築

②

広
域

移

動
環

境

の

整
備

③
中

心

市
街

地

の

に
ぎ

わ

い

創
出

①
環

境

負
荷

の

軽

減

②
都

市

の
健

全

な

発
展

と

秩

序
あ

る

整
備

に

つ

な
が

る

交

通
網

の

構

築

③

行

政
負

担

の

適
正

化

前期

（Ｈ27～

Ｒ７年）

後期

（Ｒ８～

Ｒ12年）

○ ○ ○ ○ ○ 完成

杵原バイパス ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（都）吉行小谷線［（主）東広島本郷忠海線］ ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（―）造賀田万里線 ○ ○ ○ ○ ○ - - H29供用

○ ○ - - H28供用

○ ○ 実施

○ ○ ○ ○ ○ 検討 実施

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ 実施 実施

○ ○ 実施 実施

国道375号　稲木 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 円滑化重点地区

○ ○

○ ○

基本理念 実施スケジュール

日常交通支える交通

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上

新たな交通結節点（久芳～造賀）の設置

交通結節点までの移動手段の最適化

西条方面への幹線バスの強化（南北）

都市の活力を促す交通 持続可能な交通

基本方針

路線名の［　］は県道名

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

備
考

前・後期

検討・実施

検討・実施

検討・実施

その他
福祉・教育分野での施策 検討・実施

タクシー等の民間事業の活用 検討・実施

歩道・

自転

車道

歩道の段差の解消

歩道の新設、拡幅

公共

交通
JR白市駅のバリアフリー化

JR西高屋駅のバリアフリー化

西条方面への幹線バスの最適化（東西）

バス停環境の向上

車両のバリアフリー化

点字ブロックや各種サインの設置

パークアンドライド等の駐車場整備（JR西高屋駅）

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化

モビリティマネジメント（ＭＭ）の実施

区分 施策メニュー

道路
東広島高田道路

国道375号

各県・市道

 

 

 

 

 

 

 

 

＝凡例＝ 

■道路 

  完成     ： 前期又は後期間に完了を目指すもの。 （なお、完成時期が未定のものを含みます。） 

■公共交通、歩道・自転車道、その他 

  検討     ： 前期又は後期間に事業着手に向けた協議・要請・検討を行うもの。 

  実施     ： 前期又は後期間に事業着手を目指すもの。 

  検討・実施 ： 前期から後期間にかけて、（順次）協議・要請・検討を行い、可能なものから事業着手を目指すもの。 

※これらの整備スケジュールは、将来交通網の需要予測を行うため市が設定したものです。 

※道路等の施策における実際の整備については、国や県等と協議の上進めていきます。 
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5．地域別計画 

5.5 ⿊瀬地域 
5.5.1 地域の特性 

黒瀬地域は、賀茂台地の一部を構成する本市の南部に位置し、国道 375 号や県道矢野安浦線などの

沿道に市街地が形成されており、丘陵部の住宅団地と、平野部に広がる集落や田園風景が特徴的な地

域となっています。また、産業団地の整備や広島国際大学の開学により、基盤整備の進展に伴い人口

が増加し、都市としての成長や発展に必要な機能が集積してきました。 

高規格幹線道路である東広島・呉自動車道の整備により、交通利便性の向上が見込まれています。

本地域の人口は減少傾向に加えて高齢化が進展しています。 

平成 26 年から地域公共交通(黒瀬さくらバス)が運行しており、地域の拠点への移動手段や路線バ

スへのフィーダーとして重要な役割を果たしています。 

 

5.5.2 地域の交通課題と計画の考え⽅ 
道路 

国道 375 号に混雑が見られますが、東広島・呉自動車道の供用開始に伴い、混雑の緩和が見込まれ

ています。地域の拠点性を高めつつ、各拠点を結ぶネットワークを構築することが課題となっており、

都市計画道路等の整備を推進し、人・モノの円滑な移動促進や混雑緩和を目指します。特に、東広島・

呉自動車道へのアクセス向上は、黒瀬地区だけでなく、八本松の吉川工業団地からのアクセス性向上

にもつながります。 

また、歩行者空間においては、主に国道 375 号の歩道環境の向上に向けた整備を推進します。 

 

公共交通 

路線バス利用者が減少しています。 

路線バスは、市南部における広域移動の拠点として、地域拠点（中黒瀬地区）に新たな交通結節点

を設け、支線バスを集約するとともに西条方面への幹線バス強化と各バス路線等の利便性・接続性を

向上させます。 

これらバス路線の再編等により通勤・通学、買物・通院などに必要な公共交通を最適化することで、

地域の幅広い世代が自立した社会生活を送ることができる持続可能な公共交通ネットワークを構築

します。 

また、公共交通の機能強化と合わせて、広島国際大学や沿線住民に対して、環境の改善や交通渋滞

の緩和、健康増進等に配慮し、過度な自動車利用から公共交通や自転車等を適切に利用する方向へと

自発的な変化を促すモビリティ・マネジメントを推進します。 

 

これらの道路・公共交通施策により、交通利便性及び交流機能の向上につながるアクセス環境を充

実させ、都市機能が集積する活力ある地域に資する交通ネットワークを構築します。 
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5．地域別計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東広島・呉自動車道の４車線化 

○黒瀬への新たな交通結節点の設置及び交通結節点までの移動手段の最適化 

○西条方面への幹線バスの強化 

○各バス路線等の利便性・接続性の向上 

○地域公共交通の運行 

○国道 375 号における歩道改良及び歩道設置 

■主な施策 
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5．地域別計画 

5.5.3 ⿊瀬地域の計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域のすがた  ②交通ネットワークの考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

左図に交通結節点や公共交通の強化軸を加えたもの。 都市計画マスタープランに従い、拠点地区や広域幹線

(道路・鉄道)を示したもの。 

③黒瀬地域の計画 
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5．地域別計画 

5.5.4 施策メニューと実施スケジュール 
▼交通施策メニュー（黒瀬地域）
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構
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行

政

負
担

の

適

正
化

前期

（Ｈ27～

Ｒ７年）

後期

（Ｒ８～

Ｒ12年）

馬木～黒瀬 ○ ○ ○ ○ ○

４車線化 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

大多田ＩＣ ○ ○ ○ ○ ○ - - Ｈ29供用

（都）兼広乃美尾線 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（都）丸山楢原線 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（―）小多田安浦線 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（―）吉川大多田線 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

（―）津江郷原線 ○ ○ ○ ○ ○ 完成

○ ○ ○ ○ - - Ｈ27供用

○ ○ ○ ○ ○
検討・

実施

○ ○ ○ ○ ○
検討・

実施

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 実施 実施
状況に応じた

維持・改善

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ 実施 実施

○ ○ 実施 実施

国道375号　梶屋迫・乃美尾・中黒瀬歩道設置 ○ ○ ○

（主）矢野安浦線 ○ ○ ○ - - Ｈ30供用

○ ○ ○

○ ○

○ ○

車両のバリアフリー化

点字ブロックや各種サインの設置

モビリティマネジメント（ＭＭ）の実施 検討・実施

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化 検討・実施

バス停環境の向上

地域公共交通の運行

路線名の［　］は県道名

その他
福祉・教育分野での施策 検討・実施

タクシー等の民間事業の活用 検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

歩道・

自転
車道

歩道の新設、拡幅

歩道の段差の解消 検討・実施

公共
交通

新たな交通結節点（黒瀬）の設置

新たな交通結節点（黒瀬）までの移動手段の最適

化

西条方面への幹線バスの強化

各バス路線等の利便性・接続性の向上

道路
東広島・呉自動車道

国道375号交差点改良（賀茂精神医療センター入

口）

※Ｈ26暫定供用

各県・市道

区分 施策メニュー

基本理念 実施スケジュール

備
考

日常交通支える交通 都市の活力を促す交通 持続可能な交通
前・後期

基本方針

 
 

 

 

 

 

 

＝凡例＝ 

■道路 

  完成     ： 前期又は後期間に完了を目指すもの。 （なお、完成時期が未定のものを含みます。） 

■公共交通、歩道・自転車道、その他 

  検討     ： 前期又は後期間に事業着手に向けた協議・要請・検討を行うもの。 

  実施     ： 前期又は後期間に事業着手を目指すもの。 

  検討・実施 ： 前期から後期間にかけて、（順次）協議・要請・検討を行い、可能なものから事業着手を目指すもの。 

※これらの整備スケジュールは、将来交通網の需要予測を行うため市が設定したものです。 

※道路等の施策における実際の整備については、国や県等と協議の上進めていきます。 



 

 53 

5．地域別計画 

5.6 福富・豊栄地域 
5.6.1 地域の特性 

福富地域・豊栄地域は、本市の北部に位置し、地域を南北に縦断する国道 375 号の沿道に、古くか

ら地域の中心となってきた市街地や集落が形成されています。また、周囲を山林に取り囲まれた田園

風景の中に集落が点在しています。 

福富地域では、平成 19 年から地域公共交通(ふくふくしゃくなげ号)が地域の拠点への移動手段や

路線バスへのフィーダーとして運行していましたが、利用者数・ニーズの減少に伴い、平成 26 年に

運行を廃止しています。 

豊栄地域では、平成 20 年から地域公共交通(豊栄そよかぜ号)が運行しており、地域の拠点への移

動手段や路線バスへのフィーダーとして重要な役割を果たしています。 

 

 

5.6.2 地域の交通課題と計画の考え⽅ 
道路 

国道 375 号に混雑が見られ、日常的な移動に影響を及ぼしています。地域の拠点性を高めつつ、各

拠点を結ぶネットワークを構築することが課題となっており、幹線道路等の整備を推進し、人・モノ

の円滑な移動促進や交流を目指します。 

また、歩行者空間においては、瀬野川福富本郷線に歩道の未整備区間があるなど歩道環境の向上が

課題となっており、歩道整備を推進します。 

 

公共交通 

路線バス及び地域公共交通（豊栄そよかぜ号）ともに利用者の減少が見られるとともに、交通空白

地域も存在しています。 

路線バスにおいては、市北部の地域拠点からの移動を集約する拠点として新たな交通結節点（久芳

～造賀）を設け、市北部の支線バスを集約するとともに、西条方面への南北の幹線バス強化と各バス

路線等の利便性・接続性を向上させます。 

これらバス路線の再編等により通勤・通学、買物・通院などに必要な公共交通を最適化することで、

地域の幅広い世代が自立した社会生活を送ることができる持続可能な公共交通ネットワークを構築

します。 

 

これらの道路・公共交通施策により、交流機能の向上と定住人口の増加等につながるアクセス環境

を充実させ、農業・観光などの地域資源を活かして交流が盛んな活力ある地域に資する交通ネットワ

ークを構築します。 
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5．地域別計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東広島高田道路、福富バイパス、豊栄バイパスの整備 

○久芳～造賀への新たな交通結節点の設置及び交通結節点までの移動手段の最適化 

○西条方面への幹線バスの強化 

○各バス路線等の利便性・接続性の向上 

○地域公共交通の運行 

○瀬野川福富本郷線の歩道未整備区間の歩道整備 

■主な施策 
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5．地域別計画 

5.6.3 福富・豊栄地域の計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域のすがた  ②交通ネットワークの考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

左図に交通結節点や公共 

交通の強化軸を加えたもの。 

都市計画マスタープランに従

い、拠点地区や広域幹線(道

路・鉄道)を示したもの。 

③福富・豊栄地域の計画 
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5．地域別計画 

5.6.4 施策メニューと実施スケジュール 

▼交通施策メニュー（福富・豊栄地域）
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行

政

負
担

の

適
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化

前期

（Ｈ27～

Ｒ７年）

後期

（Ｒ８～

Ｒ12年）

○ ○ ○ ○ ○ 完成

福富バイパス（南側延伸） ○ ○ ○ ○ ○ 完成

豊栄バイパス ○ ○ ○ ○ ○ 完成

○ ○ ○ ○ ○ 検討 実施

○ ○ ○ ○ ○ 検討 実施

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 実施 実施
状況に応じた

維持・改善

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ 実施 実施

○ ○ 実施 実施

（主）瀬野川福富本郷線　上戸野地区 ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

その他
福祉・教育分野での施策 検討・実施

タクシー等の民間事業の活用 検討・実施

検討・実施

歩道・

自転

車道

歩道の新設、拡幅

検討・実施

歩道の段差の解消

検討・実施

地域公共交通の運行

モビリティマネジメント（ＭＭ）の実施 検討・実施

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化

検討・実施

バス停環境の向上 検討・実施

車両のバリアフリー化

路線名の［　］は県道名

検討・実施

道路
東広島高田道路

公共

交通
新たな交通結節点（久芳～造賀）の設置

新たな交通結節点（久芳～造賀）までの移動手段

の最適化

西条方面への幹線バスの強化

国道375号

点字ブロックや各種サインの設置

各バス路線等の利便性・接続性の向上

区分 施策メニュー

基本理念 実施スケジュール

備
考

日常交通支える交通 都市の活力を促す交通 持続可能な交通
前・後期

基本方針

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝凡例＝ 

■道路 

  完成     ： 前期又は後期間に完了を目指すもの。 （なお、完成時期が未定のものを含みます。） 

■公共交通、歩道・自転車道、その他 

  検討     ： 前期又は後期間に事業着手に向けた協議・要請・検討を行うもの。 

  実施     ： 前期又は後期間に事業着手を目指すもの。 

  検討・実施 ： 前期から後期間にかけて、（順次）協議・要請・検討を行い、可能なものから事業着手を目指すもの。 

※これらの整備スケジュールは、将来交通網の需要予測を行うため市が設定したものです。 

※道路等の施策における実際の整備については、国や県等と協議の上進めていきます。 
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5．地域別計画 

5.7 河内地域 
5.7.1 地域の特性 

河内地域は、本市の東部に位置し、広島空港や山陽自動車道など、陸・空の広域・高速交通へのア

クセスに恵まれた地域です。 

沼田川とその支流沿いに広がる平地部や北部地域には集落が点在し、豊かな田園風景が広がってい

るほか、丘陵地が広がる南部地域では、交通利便性を活かした複数の工業団地や、大規模な住宅団地

などが整備されています。 

平成 22 年から地域公共交通(あゆピチふれあい号)が運行しており、JR 河内駅へのフィーダーや地

域の拠点への移動・通学手段として重要な役割を果たしています。 

 

5.7.2 地域の交通課題と計画の考え⽅ 
道路 

東広島本郷忠海線において、時間によって混雑が見られます。地域の拠点性を高めつつ、各拠点を

結ぶネットワークを構築することが課題となっており、空港アクセスや地域内の利便性・安全性の向

上に資する道路等の整備を推進します。 

また、歩行者空間においては、通学路に指定されている国道 432 号など歩道環境の向上が課題とな

っており、歩道改良を推進します。 

 

公共交通 

JR 入野駅の利用者はほぼ横ばいですが、JR 河内駅の利用者は減少しており、路線バス及び地域公

共交通（あゆピチふれあい号）の利用者も減少しています。 

路線バスにおいては、新たな交通結節点（久芳～造賀）までの移動手段を最適化するためのバス路

線の再編や JR 河内駅との接続性の向上など、異なる交通モードの円滑な連携を図ります。 

これらバス路線の再編等により通勤・通学、買物・通院などに必要な公共交通を最適化し、地域の

幅広い世代が自立した社会生活を送ることができる持続可能な公共交通ネットワークを構築します。 

 

これらの道路・公共交通施策により、陸・空の広域・高速交通機能を活かした都市づくりや定住人

口の増加等につながる、交流が盛んで活力ある地域に資する交通ネットワークを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新たな交通結節点（久芳～造賀）までの移動手段の最適化 

○鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上 

○地域公共交通の運行 

○国道 432 号、瀬野川福富本郷線、小田白市線の歩道整備 

■主な施策 
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5．地域別計画 

5.7.3 河内地域の計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域のすがた  ②交通ネットワークの考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

左図に交通結節点

や公共交通の強化

軸を加えたもの。 

都市計画マスター

プランに従い、拠

点地区や広域幹

線(道路・鉄道)を

示したもの。 

③河内地域の計画 
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5．地域別計画 

5.7.4 施策メニューと実施スケジュール 
▼交通施策メニュー（河内地域）
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創

出

①
環

境

負

荷
の

軽

減

②

都
市

の

健

全
な

発

展

と
秩

序

あ
る

整

備

に
つ

な

が

る
交

通

網

の
構

築

③
行

政

負

担
の

適

正

化

前期

（Ｈ27～

Ｒ７年）

後期

（Ｒ８～

Ｒ12年）

大仙バイパス ○ ○ ○ ○ ○ - - Ｈ26供用

○ ○ ○ ○ ○ 検討 実施

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 実施 実施
状況に応じた

維持・改善

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ 実施 実施

○ ○ 実施 実施

国道432号　中河内地区 ○ ○ ○

（―）小田白市線　小田地区 ○ ○ ○

（主）瀬野川福富本郷線　下河内地区 ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

基本方針

路線名の［　］は県道名

区分 施策メニュー

基本理念 実施スケジュール

備

考

日常交通支える交通 都市の活力を促す交通 持続可能な交通
前・後期

地域公共交通の運行

モビリティマネジメント（ＭＭ）の実施 検討・実施

国道432号

新たな交通結節点（久芳～造賀）までの移動手段

の最適化

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上

その他
福祉・教育分野での施策 検討・実施

タクシー等の民間事業の活用 検討・実施

道路

歩道の段差の解消

検討・実施

検討・実施

検討・実施

公共

交通

歩道・

自転
車道

歩道の新設、拡幅

検討・実施

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化 検討・実施

バス停環境の向上 検討・実施

車両のバリアフリー化

点字ブロックや各種サインの設置

検討・実施

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝凡例＝ 

■道路 

  完成     ： 前期又は後期間に完了を目指すもの。 （なお、完成時期が未定のものを含みます。） 

■公共交通、歩道・自転車道、その他 

  検討     ： 前期又は後期間に事業着手に向けた協議・要請・検討を行うもの。 

  実施     ： 前期又は後期間に事業着手を目指すもの。 

  検討・実施 ： 前期から後期間にかけて、（順次）協議・要請・検討を行い、可能なものから事業着手を目指すもの。 

※これらの整備スケジュールは、将来交通網の需要予測を行うため市が設定したものです。 

※道路等の施策における実際の整備については、国や県等と協議の上進めていきます。 
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5．地域別計画 

5.8 安芸津地域 
5.8.1 地域の特性 

市域の南部に位置する安芸津地域は、本市で唯一瀬戸内海に面し、海の玄関口としての交流や物流

拠点の役割を担っています。 

三津湾を囲む沿岸部から内陸部に向けて市街地が広がり、豊かな環境の中で特徴のある農業や水産

業が営まれているほか、沿岸部には工業系の企業が集積しています。 

平成 21 年から地域公共交通(海風バス)が運行しており、地域の拠点への移動手段や路線バス・鉄

道へのフィーダーとして重要な役割を果たしています。 

 

5.8.2 地域の交通課題と計画の考え⽅ 
道路 

国道 185 号において、時間によって混雑が見られるとともに、異常気象時の高潮や越波による路面

冠水の回避、狭い幅員のため安全で円滑な道路確保が課題となっており、国道 185 号安芸津バイパス

の整備を推進し、人・モノの円滑な移動促進や交流を目指します。 

また、歩行者空間においても、国道 185 号等の歩道環境の向上が課題となっており、歩道改良を推

進します。 

 

公共交通 

JR 安芸津駅、JR 風早駅の利用者は減少しており、路線バス及び地域公共交通（海風バス）の利用

者も減少しています。 

路線バスにおいては、JR 新幹線東広島駅周辺地区の都市機能拠点と三津地区の地域拠点とを結ぶ幹

線バスを最適化しつつ、鉄道とバス路線等の利便性・接続性を向上させます。 

これらバス路線の再編等により、通勤・通学、買物・通院などに必要な公共交通を最適化すること

で、地域の幅広い世代が自立した社会生活を送ることができる持続可能な公共交通ネットワークを構

築します。 

 

これらの道路・公共交通施策により、瀬戸内海を臨む自然の中で、農業・観光などの地域資源を活

かした定住人口の増加等につながる、交流が盛んな活力ある地域に資する交通ネットワークを構築し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

○安芸津バイパスの整備 

○西条方面への幹線バスの最適化 

○地域公共交通の運行 

○鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上 

■主な施策 
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5．地域別計画 

5.8.3 安芸津地域の計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域のすがた  ②交通ネットワークの考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

左図に交通結節点や

公共交通の強化軸を

加えたもの。 

都市計画マスタープランに従

い、拠点地区や広域幹線

(道路・鉄道)を示したもの。 

③安芸津地域の計画 
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5．地域別計画 

5.8.4 施策メニューと実施スケジュール 
▼交通施策メニュー（安芸津地域）

①
生

活

イ

ン
フ

ラ

と
し

て

の

交

通

網
の

構

築

②
徒

歩

・

自
転

車

環
境

の

整

備
促

進

③
バ

リ

ア

フ
リ
ー

化
の

促

進

①
社

会

・

経
済

活

動
を

支

え

る

交

通
網

の

構
築

②

広
域

移

動
環

境

の

整
備

③
中

心

市

街
地

の

に
ぎ

わ

い

創
出

①
環

境

負
荷

の

軽

減

②
都

市

の

健
全

な

発
展

と

秩

序
あ

る

整

備
に

つ

な
が

る

交

通

網
の

構

築

③

行

政

負
担

の

適
正

化

前期

（Ｈ27～

Ｒ７年）

後期

（Ｒ８～

Ｒ12年）

安芸津バイパス ○ ○ ○ ○ ○ 完成

○ ○ ○ ○ ○ 実施

○ ○ ○ ○ ○ 実施

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 実施 実施
状況に応じた

維持・改善

○ ○ ○ 実施 実施

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ 実施 実施

○ ○ 実施 実施

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

歩道・
自転

車道

車両のバリアフリー化

点字ブロックや各種サインの設置

その他
福祉・教育分野での施策

公共
交通

検討・実施

タクシー等の民間事業の活用 検討・実施

検討・実施歩道の段差の解消

検討・実施

モビリティマネジメント（ＭＭ）の実施 検討・実施

歩道の新設、拡幅

国道185号

地域公共交通の運行

検討・実施

交通結節点までの移動手段の最適化

航路の維持・確保

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化 検討・実施

バス停環境の向上 検討・実施

区分 施策メニュー

基本理念 実施スケジュール

道路

路線名の［　］は県道名

西条方面への幹線バスの最適化

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上

備
考

日常交通支える交通 都市の活力を促す交通 持続可能な交通
前・後期

基本方針

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝凡例＝ 

■道路 

  完成     ： 前期又は後期間に完了を目指すもの。 （なお、完成時期が未定のものを含みます。） 

■公共交通、歩道・自転車道、その他 

  検討     ： 前期又は後期間に事業着手に向けた協議・要請・検討を行うもの。 

  実施     ： 前期又は後期間に事業着手を目指すもの。 

  検討・実施 ： 前期から後期間にかけて、（順次）協議・要請・検討を行い、可能なものから事業着手を目指すもの。 

※これらの整備スケジュールは、将来交通網の需要予測を行うため市が設定したものです。 

※道路等の施策における実際の整備については、国や県等と協議の上進めていきます。 
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5．地域別計画 

5.9 公共交通の施策メニューと実施スケジュール一覧 
=凡例=

※地域公共交通 再編事業　　⇒ 継続  

H27 H28 H29 H30 H31 R３ R４ R５ R６ R７

新たな交通結節点(下見～鏡山)の設置 4.3.1 ※

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上（ソフト）
4.3.1
4.3.5

※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

新たな交通結節点(下見～鏡山)までの移動手段の最適化 4.3.2 ※

JR寺家駅の設置 4.3.3

中心部における循環バスの運行 4.3.3 ※

モビリティ・マネジメントの実施 4.3.4 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

パークアンドライド等の駐車場整備（JR寺家駅） 4.3.5

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上（ハード） 4.3.5 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

バス停環境の向上 4.3.5 ※

車両のバリアフリー化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

点字ブロックや各種サインの設置 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

市中心部から広島空港へ直接乗り入れが可能な公共交通網の構築 4.3.6 ※

市中心部からJR新幹線東広島駅へ直接乗り入れが可能な公共交通網の
構築

4.3.6 ※

JR新幹線東広島駅へ停車する新幹線の増便

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上（ソフト）
4.3.1
4.3.5

※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

新たな交通結節点(下見～鏡山)までの移動手段の最適化 4.3.2 ※

交通結節点(JR八本松駅)までの移動手段の最適化 4.3.2 ※

モビリティ・マネジメントの実施 4.3.4 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上（ハード） 4.3.5 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

パークアンドライド等の駐車場整備（JR八本松駅） 4.3.5

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

バス停環境の向上 4.3.5 ※

車両のバリアフリー化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

点字ブロックや各種サインの設置 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

新たな交通結節点(志和)の設置 4.3.1 ※

各バス路線等の利便性・接続性の向上 4.3.1 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

新たな交通結節点(志和)までの移動手段の最適化 4.3.2 ※

西条・八本松方面への幹線バスの最適化 4.3.2 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

モビリティ・マネジメントの実施 4.3.4 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

バス停環境の向上 4.3.5 ※

車両のバリアフリー化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

点字ブロックや各種サインの設置 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

新たな交通結節点(久芳～造賀)の設置 4.3.1 ※

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上（ソフト）
4.3.1
4.3.5

※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

交通結節点(JR西高屋駅、JR白市駅)までの移動手段の最適化 4.3.2 ※

西条方面への幹線バスの強化（南北） 4.3.2 ※

西条方面への幹線バスの最適化（東西） 4.3.2 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

モビリティ・マネジメントの実施 4.3.4 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

JR白市駅のバリアフリー化 4.3.5

JR西高屋駅のバリアフリー化 4.3.5

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上（ハード） 4.3.5 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

パークアンドライド等の駐車場整備（JR西高屋駅） 4.3.5

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

バス停環境の向上 4.3.5 ※

車両のバリアフリー化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

点字ブロックや各種サインの設置 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

新たな交通結節点(黒瀬)の設置 4.3.1 ※

各バス路線等の利便性・接続性の向上 4.3.1 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

新たな交通結節点(黒瀬)までの移動手段の最適化 4.3.2 ※

西条方面への幹線バスの強化 4.3.2 ※

地域公共交通の運行 4.3.2 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

モビリティ・マネジメントの実施 4.3.4 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

バス停環境の向上 4.3.5 ※

車両のバリアフリー化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

点字ブロックや各種サインの設置 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

八本松

高屋

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

地域 施策メニュー
施策
内容

※

再編

事業 R８～Ｒ12

実施スケジュール
前期 後期
R２

志和

黒瀬

西条

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒
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5．地域別計画 

=凡例=

※地域公共交通 再編事業　　⇒ 継続  

H27 H28 H29 H30 H31 R３ R４ R５ R６ R７

新たな交通結節点(久芳～造賀)の設置 4.3.1 ※

各バス路線等の利便性・接続性の向上 4.3.1 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

新たな交通結節点(久芳～造賀)までの移動手段の最適化 4.3.2 ※

西条方面への幹線バスの強化 4.3.2 ※

地域公共交通の運行 4.3.2 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

モビリティ・マネジメントの実施 4.3.4 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

バス停環境の向上 4.3.5 ※

車両のバリアフリー化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

点字ブロックや各種サインの設置 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上（ソフト）
4.3.1
4.3.5

※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

新たな交通結節点(久芳～造賀)までの移動手段の最適化 4.3.2 ※

交通結節点(JR白市駅、JR入野駅、JR河内駅)までの移動手段の最適化 4.3.2 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

地域公共交通の運行 4.3.2 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

モビリティ・マネジメントの実施 4.3.4 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上（ハード） 4.3.5 ※

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

バス停環境の向上 4.3.5 ※

車両のバリアフリー化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

点字ブロックや各種サインの設置 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上（ソフト）
4.3.1
4.3.5

※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

交通結節点(JR安芸津駅、JR風早駅)までの移動手段の最適化 4.3.2 ※

西条方面への幹線バスの最適化 4.3.2 ※

地域公共交通の運行 4.3.2 ※ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

航路の維持・確保 4.3.2 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

モビリティ・マネジメントの実施 4.3.4 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

鉄道とバス路線等との利便性・接続性の向上（ハード） 4.3.5 ※

公共交通機関の利用者への各種情報提供の強化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

バス停環境の向上 4.3.5 ※

車両のバリアフリー化 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

点字ブロックや各種サインの設置 4.3.5 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

河内

安芸津

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

R２

福富
豊栄

地域 施策メニュー
施策
内容

※

再編

事業

実施スケジュール
前期 後期

R８～Ｒ12

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施
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6．地域公共交通再編事業 

６．地域公共交通再編事業 
地域公共交通網形成計画で示された「公共交通の施策の展開」及び地区別計画で示された地域公共

交通再編事業に係る短期及び中長期の施策メニューをふまえた地域公共交通再編事業のイメージを

以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲地域公共交通再編事業イメージ図 

米山線・そよかぜ号の統合 

広島空港リムジンバス運行 

磯松線のルート見直し 

安芸津西条線への路線集約 

市街地循環バスの運行 

安芸津西条線のルート見直し 

西条竹原線のルート見直し 

志和循環線の系統分割 

西条広島線の統合 

西河内線・あゆピチふれあい号の統合 

JR 西条駅～呉方面の系統分割 

ルート見直し 

安芸津大芝線・竹原安芸津線・ 

海風バスの統合 

▼路線概要 
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6．目標値の設定 7．目標値の設定 

７．目標値の設定 

■⻑期的な達成度合いを計る指標 
都市交通マスタープランで示された目標値を令和 12 年における各基本方針の長期的な達成度合い

を計るために活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

課題 基本方針 評価項目指標 現  況 目  標 

     

■
少
子
高
齢
化
過
疎
化
へ
の
対
応 

①
日
常
生
活
を
支
え
る
交
通 

生活インフラとして

の交通網の構築  

道路 

重要な路線の混雑度 ※ 1.0 以上が点在 1.0 以下 

上記以外の道路混雑度 ※ 1.25 以上が点在 1.25 以下 

拠点間所要時間 

（各支所・出張所～市役所) 
※ 

郊外部（八本松町、志和

町、高屋町除く）においては

30 分を超える 

全ての拠点から 

30 分程度 

公共 

交通 

バス 

(*3) 

分担率（西条町除く） ※ 2.0％ 2.0％（現況維持） 

利用者数(*4) ※ 17.1 千人 17.1 千人（現況維持） 

ＪＲ利用者数(*5) ※ 20.4 千人 23.0 千人（13％増加） 

生活拠点間所要時間 

（各支所・出張所～市役所) 
※ 30 分～60 分程度 

郊外部（福富町・豊栄町、

河内町、八本松町）で短縮 

満足度調査における「公共交

通維持・充実」に関する満足度

調査結果 

 

-0.411 

（マイナス数値は満足していないこ

とを示している） 

現況以上 

安全 交通事故件数（人身事故） ※ 880 件/年 750 件/年（15％削減） 

徒歩・自転車環

境の整備促進 

徒歩 

自転車 

移動円滑化基本構想特定事

業の実施 
 未実施項目あり 全事業の実施 

自転車利用人数 （西条町） ※ 24.6 千人 現況以上 

バリアフリー化の促

進 

公共 

交通 

バリアフリー化された JR 駅の数  2 駅 6 駅 

市内を運行する路線バスの低

床バス車両の導入割合（高速

道路を運行する車両を除く） 

 31.6％ 100％ 

■
都
市
機
能
強
化
へ
の
対
応 

 

②
都
市
の
活
力
を
促
す
交
通 

社会・経済活動

を支える交通網の

構築  

道路 

【再掲】 

拠点を結ぶ道路混雑度 

（重要な路線の混雑度） 
※ 1.0 以上が点在 1.0 以下 

広域移動環境の

整備  

道路 
最寄りの IC20 分圏域人口カバ

ー率  
※ 

73.0％ 

（郊外部の豊栄、福富、安芸津を

除く地区では 3～10 割がカバーさ

れている） 

99.9％ 

公共 

交通  

広域交通施設(東広島駅・広

島空港)へのアクセス性の確保 
 

広域交通施設(東広島駅・

広島空港)へ直接連絡する

公共交通はない 

広域交通施設(東広島駅・

広島空港)へ直接連絡する

公共交通網の構築 

中心市街地のに

ぎわい創出  

土地 

利用 

中心市街地(*1)発生・集中量

比率 
※ 

3.5％ 

（22.9 千トリップ E） 

3.9％ 

（24.9 千トリップ E） 

■
持
続
可
能
な
都
市
の
構
築 

■
環
境
負
荷
の
軽
減 

③
持
続
可
能
な
交
通 

環境負荷の軽減  環境 CO2 排出量 ※ 570ｔ/年 560ｔ/年（2％削減） 

都市の健全な発

展と秩序ある整

備につながる交通

網の構築  

土地 

利用 

西条地区(*2)居住人口比率 ※ 
10.8％ 

（20.5 千人） 

15.5％ 

（30.1 千人） 

西条地区(*2)発生量・集中量

比率 
※ 

14.0％ 

（93.0 千トリップ E） 

19.2％ 

（123.3 千トリップ E） 

行政負担の適正

化  

公共 

交通 
市の移動対策に係る経費  208 百万円 現況維持 

 

*1：西条：西条岡町、西条本町、西条上市町、西条朝日町、西条栄町  

*2：JR 西条駅周辺を含む西条 01 ゾーン（Ｂゾーン） 

*3：ＬＲＴ、ＢＲＴを含む          *4：乗降者数          *5：乗車人数       ※需要予測結果 
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6．地域公共交通再編事業 

 
■短期的な達成度合いを計る指標（確認用指標） 

短期的な達成度合い（アウトプット※）を計るため、次に示す指標を活用して地域公共交通網形

成計画のモニタリングを行い、評価のための基礎資料とします。 

 

区分 確認用指標 内容 指標の種類 

(※) 

備考 

道   路 交通量 道路交通センサスにおける主要路

線の交通量の変化 

アウトカム ５年に１回実施 

混雑度 道路交通センサスにおける主要路

線の混雑度の変化 

アウトカム 

道路整備延長 都市計画道路等の道路整備の

延長（整備量）の変化 

アウトプット １年に１回実施 

公共交通 公共交通利用者 JR 乗車人数 アウトカム 交通事業者の

協力による 路線バス利用者数 

地域公共交通利用者数 １年に１回実施 

公共交通の満足度 市民満足度調査による公共交通

に関する満足度 

アウトカム ２年に１回実施 

公共交通空白地 交通空白地域外人口の割合 アウトカム １年に１回実施 

行政負担 路線バス補助金 アウトカム １年に１回実施 

バリアフリー バリアフリー化された JR 駅の数 アウトプット １年に１回実施 

低床バス車両の導入台数 １年に１回実施 

 

※アウトプットとは、事業実施に直接関連する指標のこと（例えば、道路の整備延長）。 
これに対し、成果に対する指標のことをアウトカムと言います（例えば、渋滞がどの程度緩和したか）。 
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8．実施体制の構築 

８．実施体制の構築 
８.1 地域公共交通会議を通じた進捗管理 

国・県・市の道路管理者、鉄道・バス・タクシー等の交通事業者、交通安全の視点から警察等の様々

な関係機関、そして実際に移動を行う主体として市民代表などから構成される地域公共交通会議を通

じて、地域公共交通網形成計画の進捗管理を行います。 

地域公共交通会議は、地域のニーズに即した乗合運送サービスの運行形態，サービス水準等につい

て協議する場であり、地域公共交通網形成計画を着実に推進するため、こうした多様な主体の参画を

最大限活かして、今後は公共交通網の再編やモビリティ・マネジメント等に取り組んでいくこととし

ます。 

 

 

８.2 PDCA サイクルによる進捗管理と計画推進 
地域公共交通会議において進捗管理を行い、地域公共交通網形成計画の施策や計画を推進するため、

評価・改善の仕組み（PDCA サイクル）を構築し、事業の進捗管理を行っていきます。 

PDCA サイクルとは、効率的な施策推進のための次のような一連の反復・継続的な施策管理プロセス

をいいます。PDCA は、この Plan-Do -Check -Action を略したものです。 

 

 

「６．目標値の設定」にあるとおり、③目標達成状況の確認（Check）にあたっては、長期的には

都市交通マスタープランに掲げる指標及び目標値を活用し、短中期的にはアウトプット指標を活用し

ます。また、④評価と計画の見直し（Action）にあたっては、総合計画や都市計画マスタープランの

計画年次が令和２年であることを踏まえるとともに、社会経済の構造が大きく変化し、当初計画策定

時に設定した様々な前提条件の修正が必要になった場合には、適宜見直しを行います。 
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付属資料 

◆付属資料◆  

⽤語集 
あ⾏ 

 

 インフラ（インフラストラクチャー） 
社会資本、社会基盤施設のこと。人間社会

の共同利用施設である交通施設（鉄道、新交

通システム、道路等）、上下水道、エネルギー

関連施設、工業団地、農業漁業基盤施設、公

園、住宅団地、教育、文化、福祉厚生施設、

河川・海岸などの国土保全施設などの総称。 

 

 ＬＲＴ 
Light Rail Transit の略。超低床車両(LRV)

の活用や優先信号の導入、軌道･電停の改良等

による乗降の容易性、定時性、速達性、快適

性等の面で優れた特徴を有する次世代型路面

電車システム。 

 

 

か⾏ 
 

 幹線道路 
全国、地域または都市内において、骨格的

な道路網を形成する道路。通過交通の割合が

高く、重交通、広幅員、高規格の道路である

ことが多い。 

 

 急⾏バス 
急行運転している路線バスの総称。 

 

 高齢者移送サービス事業 
東広島市内に在宅で居住されている 70歳以

上の人で、ひとり暮らしまたは高齢者のみの

世帯（世帯全員が 65 歳以上。ただし、高齢者

以外の世帯全員が 18 歳未満及び 18 歳以上か

ら 65 歳未満の者で要支援・要介護状態に該当

する者または障害者手帳を所有しており、

 

 

 

運転等に支障がある者がいる場合を含む）に

属し、市民税非課税世帯に属する高齢者に対

して、交付するタクシー割引乗車券のこと。 

 

 国勢調査 
我が国の人口や世帯の実態を明らかにする

国の最も基本的な統計調査として、大正９年

（1920 年）以来５年ごとに実施している。 

 

 コミュニティバス（地域公共交通） 
既存のバスサービスだけではカバーしきれ

ないニーズに対応する乗合バスであり、その

サービス内容は必ずしもこれまでの乗合バス

の考え方によらず、利用者の利便性を最大限

考慮し、かつ多様化する需要に対応する新た

なバスシステム。 

 

 混雑度 
道路の交通量をそれらの交通容量の合計で

除したもの。 

 

 

さ⾏ 
 

 ⾃家用有償旅客運送 
バス・タクシー事業が成り立たない場合で

あって、地域における輸送手段の確保が必要

な場合に、必要な安全上の措置を取ったうえ

で、市町村や NPO 法人等が自家用車を用いて

提供する運送サービス。 

 

 シティ電⾞ 
高頻度，等間隔を運行形態とする電車のこ

と。 
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付属資料 

 

 ⾃動運転 
人間が運転操作を行わなくても自動で走行

できることであり、国土交通省において次の

とおりその段階が定義されている。 

レベル 1：運転支援。システムが前後・左右

のいずれかの車両制御を実施 

レベル 2：特定条件下での自動運転機能高速

道路での自動運転モード機能等 

レベル 3：条件付き自動運転システムが全て

の運転操作を実施するが、システ

ムの要求等に対して運転手が適

切に対応することが必要 

レベル 4：特定条件下における完全自動運転

特定条件下においてシステムが

全ての運転操作を実施 

レベル 5：完全自動運転常にシステムが全て

の運転操作を実施 

 

 将来交通需要予測 
将来における交通需要の予測値。 

 

 将来フレーム 
将来における人口や世帯の状況など、計画

的なまちづくりを進めるための将来の都市の

規模を想定した基本的な指標となるもの。 

 

 ⼈⼝フレーム 
将来の人口のおおむねの推計値の枠組み。 

 

 ＳＩＣ（スマートインターチェンジ） 
高速道路の本線やサービスエリア、パーキ

ングエリア、バスストップから乗り降りがで

きるように設置されるインターチェンジであ

り、通行可能な車両（料金の支払い方法）を、

ＥＴＣを搭載した車両に限定しているインタ

ーチェンジのこと。 

 

 

 

 

た⾏ 
 

 地球温暖化 
太陽光の日射エネルギーと地球から宇宙に

放射される熱のバランスで一定に保たれてい

る地球の気温が二酸化炭素(ＣＯ２)などの

「温室効果ガス」の増加により、地球から放

射される熱が地表面に戻されて、地上の気温

が上昇する現象のことをいう。 

 

 デマンド交通 
電話予約など利用者の需要に応じて柔軟な

運行を行う交通形態のこと。 

 

 道路交通センサス 
「全国道路・街路交通情勢調査」と言い、

日本全国の道路と道路交通の実態を把握し、

道路の計画や、建設、管理などについての基

礎資料を得ることを目的として、全国的に実

施している統計調査のこと。 

 

 都市計画道路 
都市計画法に定められた都市施設のひとつ

で、都市における円滑な移動を確保するため

の交通機能、都市環境、都市防災等の面で良

好な都市空間を形成し、供給処理施設等の収

容空間を確保するための空間機能、都市機構

を形成し、街区を構成するための市街地形成

機能等、多様な機能を有するとされる。 

主として交通機能に着目し，自動車専用道

路、幹線街路、区画街路、特殊道路の４つの

道路種別が設定されている。 



 

 71 

付属資料 

 

 都市計画マスタープラン 
平成４年６月の都市計画法の改正により創

設された都市計画法第 18 条の２に基づく「市

町村の都市計画に関する基本的な方針」の別

称。都市計画マスタープランは、市区町村が

その創意工夫のもとに住民の意見を反映させ

て、都市づくりの具体性ある将来ビジョンを

確立し、地域別のあるべき市街地像、地域別

の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生

活、経済活動等を支える諸施設の計画等を総

合的に定めるものであるとされる。 

 

 都市交通現況調査 
市内全域を対象としたミニパーソントリッ

プ調査及び日常交通に関する意識調査（世帯

配布、JR 駅配布）、事業者アンケート調査のこ

と。平成 23 年度実施。 

 

 トリップ 
人または車両がある目的を持ってある場所

（出発地）からある場所（到着地）へ移動す

ること。トリップは、出発地から到着地（目

的地）までどのような経路をたどっても、ど

のような交通手段を使っても、どれだけの時

間を費やしても、その移動の目的が達成され

るまで続き１トリップとなる。 

 

 

は⾏ 
 

 パークアンドライド 
交通混雑を緩和するために、車を自宅近く

の郊外の駐車場に止め、そこから公共交通機

関に乗り換えて、都市中心部へ向かうこと。 

 

 

 パーソントリップ調査（PT 調査） 
パーソントリップとは、“人（パーソン）の

動き（トリップ）”を意味します。パーソント

リップ調査は、どのような人がいつ、何の目

的で、どこからどこへ、どのような交通手段

で動いたかについて調査し、１日のすべての

動きをとらえるものである。この調査データ

をもとに、都市圏の交通実態を総合的に把

握・分析し、都市圏の望ましい都市交通のあ

り方を検討している。 

 

 バス系統 
バスの経路のパターンのこと。 

 

 バスロケーションシステム 
ＧＰＳ等を用いてバスの位置情報を収集し、

バス停の表示板や携帯電話、パソコンに遅延

状況や待ち時間などの運行情報を提供するシ

ステム。 

 

 発⽣集中量 
発生量（あるゾーンを起点とするトリッ

プの合計量）と集中量（あるゾーンを終点

とするトリップの合計量）の総和である。

交通量予測手法においては、ゾーン固有の

特性（人口、土地利用等）を用いて、発生

量と集中量が推計される。単位はトリップ

エンド。 

 

 パブリックコメント 
政令や省令等を決めようとする際に、あら

かじめその案を公表し、広く国民の皆様から

意見、情報を募集すること。 
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 バリアフリー 
障がいがある人や高齢者が社会生活をして

いくうえで障壁（バリア）となるものを除去

することで、歩道の段差の解消や点字ブロッ

ク等の整備された障がい者や高齢者にやさし

い生活空間を指す。 

 

 ＰＴＰＳ 
バスなどの公共車両が、優先的に通行でき

るように支援するシステム。 

 

 ＰＤＣＡサイクル 
Plan（計画）、Do（実行）、Check（検証）、

Action（改善）の頭文字を揃えたもので、計

画、実行、検証、改善の流れを次の計画に生

かしていくプロセスのこと。 

 

 ＢＲＴ 
Bus Rapid Transit の略。輸送力の大きな

ノンステップバスの投入、バス専用レーン、

公共車両優先システム等を組み合わせ、定時

性、速達性、輸送力を向上させた高度なバス

システムのこと。 

 

 フィーダー 
地域間や拠点間を結ぶ幹線的な公共交通機

関に対して、その幹線の鉄道駅やバス停から

さらに延びる支線的な機能をもつもの。 

 

 福祉助成券（タクシー券） 
市内に住所を有する重度の障害のある人を

対象に交付するタクシー券のこと。 

 

 フリー乗降区間 
バス停以外でも乗り降りできる区間のこと。

フリー乗降区間では、バスが近づいてきたら

手を挙げて合図して乗車し、降りるときは、

あらかじめ運転手に降りたい場所を伝えて降

車する。 

 

 分担率 
ある交通手段（鉄道・バス・自動車・自転

車・徒歩など）のトリップ数の全交通手段に

占める割合。 

 

 

ま⾏ 
 

 MaaS（マース） 
Mobility as a Service の略。出発地から目

的地までの移動ニーズに対して最適な移動手

段をシームレスに提供するほか、移動以外の

サービスと連携するなど、移動及び移動以外

のサービスを一元的に捉える概念。 

 

 モビリティ・マネジメント 
ひとり一人のモビリティ（移動）が、社会

的にも個人的にも望ましい方向に自発的に変

化することを促す、コミュニケーションを中

心とした交通政策のこと。望ましい方向とは、

例えば、過度な自動車利用から公共交通や自

転車等を適切に利用する方向である。交通渋

滞や環境問題、公共交通の衰退等を引き起こ

す「過度」な自動車利用を適正化することを

目的として実施される。 

 

 モータリゼーション（⾞社会） 
自動車が大衆に広く普及し、生活必需品化

すること。主に自家用車の普及という意味。 

 

 

ら⾏ 
 

 ラウンドダイヤ 
毎時間同じ時刻（毎時同分）になっている

ダイヤのこと。 
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